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はじめに 

これまで本市では，北西部の緑豊かな丘陵地，南東部に広がる平野や清らかに流れる鬼怒

川など，四季折々の豊かな緑や清らかな水，変化に富んだ自然の中で生きづく多種多様な生

きものなどから自然の恩恵を受け，人と人のつながりや文化を育み，発展してまいりました。 
 
しかしながら，近年では科学の進歩や生活様式の多様化などにより，地球上の種の絶滅の

スピードは加速し、たくさんの生きものたちが危機に瀕しているといわれています。本市に

おいても，これまで当たり前のようにあった身近な自然環境に，里地里山の手入れ不足や外

来種による生態系への影響などによる変化が生じつつあると指摘されております。 
 
このような中，本市においては，人口減少等の社会状況の変化が見込まれる中で，持続的

に発展できるまちづくりを推進しており，本市の人口規模・構造や都市活動に見合った都市

の姿である，「ネットワーク型コンパクトシティ（連携・集約型都市）」を理念とし，拠点形

成を図るとともに，郊外に広がる農地や自然環境を保全し，市街地との有機的な連携を図り，

都市的機能と自然環境が調和する土地利用を目指しております。 
 
一見，自然から切り離されているかに見える私たちの暮らしは，実は多くの自然の恵みに

より支えられております。 
この自然の恵みを持続的に享受できる社会を実現するためには，生物多様性の大切さを

理解し，保全活動につなげることが重要となることから，本市の豊かな生物多様性の保全

及び持続可能な利用を進めるにあたり，基本的な方向性や施策を示し，「人と生きものが 

育みあうまち うつのみや」を合言葉に本プランを推進してまいります。 
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第１節 生物多様性とは 
 
（１）生物多様性の概要 

この地球上には，未知のものを含めると 3,000 万種ともいわれる多種多様な生きものが，

森林，河川，海，湿地など様々な環境で生息・生育しています。その地域環境の中で積み重

ねられてきた進化の歴史を経た生きものは，同じ種の中でも一つひとつに遺伝子レベルで

の違いがあります。 

この豊かな自然環境の中で，様々な生きものが互いにつながりあい，「バランスを取りな

がら」生きていること，そして，この生きものの個性と自然とのつながりの豊かさを「生物

多様性」と呼びます。 

国際条約である「生物の多様性に関する条約（以下，「生物多様性条約」という。）」の定

義によると，生物多様性とは「全ての生物の間の変異性をいうものとし，種内の多様性，種

間の多様性及び生態系の多様性を含む」とされています。これら「種内の多様性（以下，「遺

伝子の多様性」という。）」，「種間の多様性（以下，「種の多様性」という。）」，「生態系の多

様性」を「3つのレベルの生物多様性」と呼んでいます。 

また，生物多様性の「生きものたちの豊かな個性とつながり」がもたらすたくさんの恵み

を「生態系サービス」と呼んでいます。 

この生態系サービスは，様々な環境の中に多様な生きものが存在し，つながり，バランス

が保たれることで，私たちの生活の基盤となる水や食料のほか，衣料やレクリエーション，

気候の安定や自然災害の軽減など多くの恵みをもたらすとともに，私たちの命や暮らしを

支えています。 

こうしたことから，私たちは，生物多様性からの恵みを持続的に享受するためには，毎日

の暮らしの中で生物多様性に配慮することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「3 つのレベルの生物多様性」 

○遺伝子の多様性 

同じ生きものの種類の中に，遺伝子による様々な違いがあることをいいます。ある生きものの集

団にとって，その集団内に乾燥に強い，暑さに強い，病気に強いなど様々な個性をもつ個体がいる

ほうが，環境変化に対応できる可能性が高まります。 

○種の多様性 

様々な種類の生きものが生息・生育している状況のことをいいます。生態系の中では種の多様性

が高くなればなるほど「食べる，食べられる」「助け合う」「すみ分ける」などの関係が複雑につな

がり合います。 

○生態系の多様性 

地球上，あるいは特定の地域に様々な形態の自然があることをいいます。生きものの暮らす環境

は森林や草原，河川など様々で，それらが相互に関係しあうことにより，地域全体の環境の安定性

が維持されると考えられています。 

第１章 プランの基本的事項 

第１節 
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宇都宮市役所から北に延びるシンボルロードと，通称「いちょう通り」の交差点

の市街地にこのイチョウが立っています。 

高さは約 33 メートルあり通行人の目を奪っています。樹 

齢は約 400 年，宇都宮城があった頃からこの地に生育してい 

ます。 

第二次世界大戦の時には空襲で黒こげになりましたが，次 

の年には緑の芽を吹き出しました。この強い生命力が，戦後 

疲弊した宇都宮市民の心を勇気づけたと言われています。 

市の天然記念物にも指定されており，愛着，親しみ，誇り 

を感じさせる魅力的な風景（生態系サービスのうち，文化的 

サービスに該当）を市民に提供し続けています。 

市民に愛されるシンボルツリー 旭町の大いちょう 

「生態系サービス」 

生態系サービスは，その内容によって，基盤サービス，調整サービス，供給サービス，文化的サ

ービスに分けられます。 

 

○調整サービス 

森林が山地で降る雨や雪による土砂災害を

防ぎ，安全な飲み水に変えてくれるなど，豊か

な自然は，生きものを守り育んでいます。 

 

○基盤サービス 

水や土壌，酸素，栄養塩など，生命の源や存

在基盤になるとともに，光合成によって二酸化

炭素と水から有機物を合成し，それらの循環を

通じて生態系を 

機能させます。 

 

○供給サービス 

川や湖で取れる魚や貝，栄養豊かな土壌で育

つお米や野菜などの食べ物や森林から生まれ

る木材など，生態系は，私たちに身のまわりの

様々なものを提供 

しています。 

○文化的サービス 

日本列島の各地で人々は，その気候風土や自

然など生物多様性がもたらす恵みを受けなが

ら五穀豊穣を祝う祭りや多彩な芸術などを育

んできました。 
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生物多様性に配慮した商品 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

木材製品 

木材製品については，合法性・持続可能性の証明 

された木材・木材製品が政府調達の対象とされてい 

ます。合法性・持続可能性の証明された木材・木材 

製品を選択する際に参考となるのが森林認証です。 

森林認証とは，「法律や国際的な取決めを守ってい 

るか」「生物多様性に配慮した経営を行っているか」 

などの観点から，森林が適切に管理されているかを第 

三者機関が認証し，その森林から産出される木材を区 

別して管理し，ラベル表示を付けて流通させる民間主 

体の制度です。 

森林認証制度には，緑の循環認証会議（SGEC：Sustainable Green Ecosystem），

森林管理協議会（FSC：Forest Stewardship Council）などがあり，国内の森林認証

面積は，平成 26 年ではそれぞれ 125 万 ha，42 万 ha に広がっています。 

水産物 

水産資源の減少・枯渇が世界的な問題となっているなか，漁場となる海の生態系

やその多様性，生産力を維持できる形で漁業を行っていくことが重要となっていま

す。 

漁獲量や種類，期間，漁法などに一定の

ルールを定め，漁業資源を枯渇させない，

持続可能な漁業に対して第三者期間が認

証を与える制度として，マリン・エコラベ

ル・ジャパン（MEL ジャパン），海洋管理協

議会（MSC：Marine Stewardship Council）

などがあります。 

生物多様性に配慮した社会経済に転換していくためには，私たち一人ひとりが，

消費者の立場として，生物多様性に配慮した商品やサービスを選択していくことが

大切です。私たちが利用している商品やサービスが生物多様性にどのような影響を

与えているかといった情報はまだまだ少ない状況にありますが，近年，持続可能な

木材製品や水産物を第三者機関が認証する取組が進められています。 
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（２）生物多様性の危機 

私たちはより良い暮らしを求めて，経済活動の場を広げてきました。その中でも農業の発

展による食料の増産や，医療技術の向上・普及は人口の著しい増加をもたらしました。人口

の増加によって土地利用の変化が進み，それに伴う自然環境の変化により，種の絶滅や生

息・生育環境の悪化が進行しています。生物多様性を脅かす要因は様々ですが，「生物多様

性国家戦略 2012－2020」の中では 4つの危機として分類されています。 

 

○第 1の危機 

開発や乱獲など人が引き起こす負の影響要因による生物多様性への影響をいいます。 

森林伐採や湿地の埋め立てなどの開発は，多くの生きものにとって生息・生育環境の悪化

や消失をもたらしてきました。また，観賞用や商業的利

用による個体の乱獲，盗掘，過剰な採取など直接的な生

きものの採取は個体数の減少をもたらしました。開発や

乱獲などは生態系の縮小・分断，劣化を促進し，それに伴

い生きものの採餌・繁殖行動などが制限されるなど，生

きものの衰退を招いてきました。 

 

 

○第 2の危機 

自然に対する人間の働きかけが縮小・撤退することによる影響をいいます。 

古くから里地里山は，燃料用の薪炭，木材，家畜の飼料，食材など，生活に必要な様々な

物資の供給源としてそこに住む人々から大切に利用されてきました。また，里地里山では人

の手により手入れされることによって人と共存する生きものが育まれてきました。 

しかし，産業革命後，生活様式や資源利用のあり方の変化，近年は人口減少や高齢化など

による人手不足も重なって，里地里山への人の働きかけは次第に縮小していきました。その

ため，これら二次的な環境に適応してきた生きものが生存の危機に直面しています。 

一方で，人々による里山への介入の縮小によって，荒れた雑木林を生息場所とするイノシ

シやニホンジカの分布域が増加していきました。また，そ

れに伴い野生動物と人の生活圏が接近し，農地が荒らされ

るなどの深刻な被害をもたらすようになってきたほか，人

と野生動物との遭遇による人身事故が発生する事態となっ

ています。 
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○第 3の危機 

外来種や化学物質など，人間が近代的な生活を送るようになったことにより持ち込まれ

たものによる影響をいいます。 

今日，わが国では，園芸用，食用あるいは毛皮採取用に導入された生きもの，釣りなどを

目的とする生きもの，ペットとして持ち込まれた後に放逐された生きもの，国外からの貨物

船や航空機などの積み荷などに紛れ込んで侵入した生きものなど，元々生息・生育していな

かった様々な外来種が勢力を拡大しています。これらの生きものは，類似した在来の生きも

のと生息空間をめぐって競い合ったり，在来の生

きものを捕食したりするなど地域固有の生物相や

生態系を改変する大きな脅威となっているほか，

人間や農作物への被害をもたらすなどの悪影響を

もたらしています。 

 

 

 

○第 4の危機 

地球温暖化など地球環境の変化による生物多様性への影響をいいます。 

地球温暖化の影響により，生きものの分布が次第に高緯度地方や標高の高い所に移動し

たりしています。また，地球温暖化の進行によって，ゲリラ豪雨や竜巻などの異常な気象の

増加，高山帯の縮小などにより，一部の生きものが絶滅の危険に直面していると考えられま

す。移動力がないため，温暖化の進行に対応できない植物やそれらに依存している動物は，

場合によっては生息・生育数を減らす危険があります。 

このほか，地球環境の変化は食料の生産適地の変化，害虫等の発生量の増加や発生地域・

時期の変化，感染症媒介生物の分布域の拡大など，生物多様性の変化を通じて人間生活や社

会経済へ大きな影響を及ぼすことが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

シナダレスズメガヤ 
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第２節 生物多様性を取り巻く動向  
 

近代文明の発達につれて，開発や生物資源の過剰な利用によって自然が改変され，多くの

種が絶滅の危機に瀕しています。そのため，生物多様性がもたらす恵みを持続的に受けられ

なくなってしまうのではないかと懸念されるようになりました。 

このような地球環境の厳しい状況を受けて，国際的な取組として，1992 年にブラジルで

開催された国連環境開発会議において，地球上の生物多様性を包括的に保全するための「生

物の多様性に関する条約」（以下「生物多様性条約」という。）が採択されました。2010 年

10 月には，名古屋において同条約の第 10 回締約国会議（COP10）が開催され「名古屋議定

書」と 20 の目標を掲げた「愛知目標」が採択されました。その後，2012 年には第 11 回締

約国会議（COP11），2014 年には第 12 回締約国会議（COP12）が開催されました。 

わが国は，生物多様性に関して積極的に取り組んでおり「生物多様性条約」を受けて，1995

年に「生物多様性国家戦略」を策定し，日本における生物多様性の保全に関わる基本政策を

明示しました。 

その後，2008 年には，1993 年に制定された「環境基本法」の理念に則り「生物多様性基

本法」を制定し，2010 年には，この法律に基づき，名古屋での COP10 開催を見越して「生

物多様性国家戦略 2010」が，さらに 2012 年には「愛知目標」や東北地方太平洋沖地震の経

験を踏まえて「生物多様性国家戦略 2012-2020」が，それぞれ閣議決定されました。 

また，栃木県では，国際的な動向や生物多様性国家戦略を受けて，2010 年に「生物多様性

とちぎ戦略」を策定し，生物多様性の保全に向けた施策を推進しています。 

 

本市では，貴重な自然を保全・管理するための施策などの検討に向けた基礎資料の作成を

目的として，1990 年から概ね 10 年に一度の頻度で市域全体の「自然環境基礎調査」を実施

しています。2009・2010 年には，「第 3回自然環境基礎調査」を実施し，生きものの生息・

生育状況の把握や生物多様性保全のための施策などの検討を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 
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生物多様性に関する国内外の動向 

年代 世界 日本 栃木県 本市 

平成 2・3 年度

（1990・1991 年） 

   第 1 回 

自然環境基礎調査

平成 4 年 

（1992 年） 

生物多様性条約の

採択 

   

平成 7 年 

（1995 年） 

 生物多様性国家戦略   

平成 11・12 年度 

（1999・2000 年） 

   第 2 回 

自然環境基礎調査

平成 20 年 

（2008 年） 

 生物多様性基本法   

平成 21・22 年度 

（2009・2010 年） 

   第 3 回 

自然環境基礎調査

平成 22 年 

（2010 年） 

生物多様性条約第

10 回締約国会議

（COP10） 

生物多様性国家戦略

2010 

生物多様性とちぎ戦略   
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持続可能な開発目標（SDGs） 

2015 年 9 月 25 日～27 日，ニューヨーク国連本部において，「国連持続可能な開発サミ
ット」が開催され，150 を超える加盟国首脳の参加のもと，その成果文書として，「我々
の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。 

アジェンダは，人間，地球及び繁栄のための行動計画として，宣言及び目標を掲げま
した。この目標こそが 17 の目標と 169 のターゲットからなる「持続可能な開発目標
（SDGs）」です。 

国連に加盟するすべての国は，全会一致で採択したアジェンダをもとに，2015 年から
2030 年までに，貧困や飢餓，エネルギー，気候変動，平和的社会など，持続可能な開発
のための諸目標を達成すべく力を尽くすことになっています。 

（出展：国際連合広報センターホームページ） 
 

 この 17 の目標には， 
  目標 13：気候変動への緊急対応 
  目標 14：海洋資源の保護 
  目標 15：陸上資源の保護 が，含まれています。 
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第３節 うつのみや生きものつながりプランの基本的な考え方  
 
（１）プランの位置づけ 

本プランは，生物多様性基本法第 13 条に基づき策定します。また，「第 5 次宇都宮市総

合計画改定基本計画（後期基本計画）」の基本施策「脱温暖化・循環型の環境にやさしい社

会を形成する」を実現するための「宇都宮市環境基本計画」のうち「調和と共生のまち」の

基本施策「生物多様性の保全」を達成するための基本方針や施策を示すものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）プランの必要性 

本市は，北西部の緑豊かな丘陵地，南東部に広がる平野や清らかに流れる鬼怒川など，全

国の同規模の都市と比較しても豊かな自然環境に恵まれており，私たちはこの豊かな自然

環境からもたらされる多様な生きものがバランスよく関わりあう生態系から，暮らしを支

える食料や水などの「生物多様性の恵み」を享受しています。 

一方で，平成 21，22 年度に本市で実施した自然環境基礎調査の結果，本市の自然環境は

前回の調査と比較して市域全体で大きな変化はみられないものの，近年の生活様式の多様

化に伴う土地利用の変化や外来種の進入，気候変動などにより生きものの生息・生育環境に

変化が生じ，生態系のバランスに影響を及ぼしていることが指摘されており，多様な生きも

ののつながりを守るためには，生物多様性を今後も保全していくことが重要となっていま

す。 

このようなことから，多様な生きもののバランスのよいつながりを守り，都市と自然が調

和したまちづくりを進めるにあたり，「生物多様性の恵み」を持続的に享受するために，本

市の環境特性を捉えた生物多様性保全の考え方を示し，さらなる取組を推進していく必要

があります。 
  

第３節 

生物多様性基本法 環境基本条例 

生物多様性国家戦略 

第５次宇都宮市総合計画 

第３次宇都宮市環境基本計画 

うつのみや生きものつながりプラン 

【関連計画】 

・

・緑の基本計画 

・食料・農業・農村基本計画

・都市計画マスタープラン 

・文化振興基本計画 

・宇都宮市森林整備計画 等

整合 整合・調整
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（３）プランの目的 

本市の特徴やまちづくりの方向性を踏まえ，生物多様性保全に向けて目指すべき将来像

や基本方針を示し，それらを市民，市民団体などの様々な主体との連携・協働により，生物

多様性保全に関する意識の醸成を図るとともに，市域全体で総合的な生物多様性保全の取

組を推進するために本プランを策定します。 
 
（４）プランの期間 

平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間とします。 

ただし，本プランは，国家戦略の長期目標や庁内関連計画の長期的な視点，今後の自然

環境基礎調査結果などを踏まえ，中間年次において指標等の必要な見直しを図っていきま

す。 
  



 
 

 

 

第２章 

生物多様性の現状と課題 
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第１節 市域の概況 
 
（１）位置と気象 

本市は太平洋岸から約 70km，日本海岸から約 150km の距離にあり，典型的な内陸性気候

を示す地域であり，最近 10 年間の年平均気温は 14.0℃～14.9℃，年較差約 41℃～45℃で

夏冬の寒暑の差が大きい特徴があります。降水量は年間 1,300mm～1,800mm の間で推移して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇都宮市の位置 

 

  

第２章 生物多様性の現状と課題 

第１節 
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（２）地形・地質 

本市は，北部には今市盆地と多気山及び古賀志山で構成される古賀志山地が分布し，中央

北部には戸祭山，八幡山などの丘陵性山地からなる宇都宮丘陵が広がっています。また鬼怒

川，田川，姿川に沿っては南北方向に低地が分布しています。古賀志山地からは鹿沼台地，

宇都宮西台地，宇都宮東台地が連なり，鹿沼台地は姿川低地の西側，姿川低地と田川低地に

挟まれる形で宇都宮西台地，田川低地と鬼怒川低地の間に宇都宮東台地が位置しています。

また，鬼怒川低地の東側には真岡西台地が続いています。 
古賀志山地の北部は深成岩の石英斑岩が，古賀志山地の南部及び宇都宮丘陵には火山性

の凝灰岩が分布しています。市街地を含む台地帯では，そのほとんどを火山性のロームが堆

積しており，北西部に一部チャート及び砂・れき互層となっています。田川，鬼怒川両岸の

肥沃な土地及び西部の姿川上流などの低地には，未固結の砂れきと，半固結から固結の砂

岩・泥岩互層が分布しています。また，大谷石として知られる凝灰岩は新第三紀層に属し，

市内西部の大谷地区を中心とした地域で採掘されています。 
 
 
 
  

宇都宮東台地

古賀志山地

宇都宮西台地

鬼怒川低地

宇都宮丘陵

真岡西台地
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姿川低地

凡例

地形区

小地形

山地・丘陵_急斜面

山地・丘陵_緩斜面

山地・丘陵_谷底平野

台地_上位面

台地_中位面

台地_下位面

低地_谷底平野

低地_河原
0 2 4 6 81

km ±
宇都宮市の地形 
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（３）水象 

本市を流れる河川は，一級河川及びその支流のほか，準用河川や多数の普通河川が，洪積

台地と沖積平野で形成する平坦地を概ね北から南に貫流しています。主要河川としては，市

内東部を鬼怒川が流れるほか，中央部を田川，西部を姿川などが流れており，古くから農業

のための用排水路が網状に入りまじり，複雑な水路網を形成しています。 
比較的規模の大きい湖沼としては赤川ダム，栗谷沢ダムがあるほか，市街地内には鶴田沼

やここから西方向に上欠沼があります。また，水道山周辺には湿地を形成する小規模な沢も

みられます。 
 

 

  

宇都宮市の水域 

凡例

宇都宮市域

水域区分

大河川

中河川

小川

ため池

ダム湖・調整池

湿地

その他水路等
0 2 4 6 81

km ±

鬼怒川 

田川 

姿川 

赤川ダム 

栗谷沢ダム 

鶴田沼 

上欠沼 

水道山 
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（４）土地利用 

本市の土地利用状況は，田が最も多く，次いで，宅地，山林，畑と続いています。（平成

26 年 1 月 1日現在） 

 

本市の土地利用状況 

 田 畑 宅地 池沼 山林 原野 雑種地 その他

実数

(㎢) 
98.19 35.12 80.17 0.23 68.92 2.44 28.00 103.77

構成比

(%） 
23.6 8.4 19.2 0.1 16.5 0.6 6.7 24.9 

資料：資産税課「固定資産概要調書」 
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第２節 第 3 回宇都宮市自然環境基礎調査結果 
 

本市では，平成 21 年，22 年度に「第 3回宇都宮市自然環境基礎調査」を実施しています。

その概要を以下に示します。 

 

（１）本市に生息・生育する生きもの 

第 3回宇都宮市自然環境基礎調査結果によると，本市において生息・生育が確認された生

きものの確認種数は以下のとおりです。 

 

本市に生息・生育する生きもの確認数 

分類名 目数 科数 種数 

維管束植物 － 154 1,287

哺乳類 6 9 19

鳥類 14 37 95

両生類 2 6 11

爬虫類 1 4 10

昆虫類 16 215 1,603

魚類 8 12 29

底生生物 28 103 309

 

  

第２節 
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（２）地域別の生態系の特徴 

本市の生態系の特徴を以下の 6つ地域ごとに取りまとめました。 

 

 

六つの地域分け 

 

○北西部地域 

 エリアの概要 

本地域は，市内で最も奥深く，高へら山，飯盛山，半蔵山，古賀志山などの山地が広

い面積を占めています。それのみではなく，大谷町・多気山の樹林，飯田町の樹林のよ

うな市街地の樹林も存在しています。また，田川水系の上流部にも位置しています。 
主な植生は，山地ではスギ・ヒノキ植林，コナラ林，市街地の樹林ではスギ・ヒノキ

植林，コナラ林のほか，アカマツ林が，河川沿いではツルヨシ群集，河川在来高茎草原

などが分布しています。 
 

 重要種 

山地が広がることを反映して，アケボノシュスラン，サンコウチョウ，ヒナコウモリ

上河内地域 

北西部地域 

河内地域 

中央地域 

東部地域 

南部地域 
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などのまとまりのある発達した樹林の生きものや，カジカなどの渓流の生きものなど

が確認されているほか，地形の急峻さや石切による特殊な地形を反映して，ジガバチソ

ウ，ヒカゲツツジ，ウチョウランなどの痩せた尾根や崖地の生きものなども生育してい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

○中央地域 

 エリアの概要 

本地域は，台地と低地にみられる市街地と，丘陵と低地にみられる水田が広い面積を

占めています。地域の北部を占める宇都宮丘陵には広く樹林が残存し，谷部には谷戸や

ため池，湿地など，市街地においては極めて稀少な環境も存在します。また地域の中央

には田川水系が走っています。 
主な植生は，丘陵地ではスギ・ヒノキ植林，コナラ林，市街地の樹林ではスギ・ヒノ

キ植林，コナラ林のほか，アカマツ林が，河川沿いではツルヨシ群集，河川在来高茎草

原などが分布しています。 
 
 重要種 

谷戸や湿地，二次林などの里山的環境がスポット的に残存するのを反映して，ミズニ

ラ，アギナシ，トウキョウサンショウウオなど，水田・湿地にみられる生きものや，ホ

トケドジョウ，ゲンジボタル，マルタニシなどの小川，水路に依存する生きものなどが

確認されているほか，ある程度の樹林を営巣環境に必要とするオオタカなども確認さ

れています。 
 

 
 
 
 
 
 
 

ミズニラ

全国版レッドリスト

準絶滅危惧

栃木県版レッドリスト

要注目

トウキョウサンショウウオ（卵塊）

全国版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

栃木県版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

サンコウチョウ

全国版レッドリスト

―

栃木県版レッドリスト

準絶滅危惧

ジガバチソウ

全国版レッドリスト

―

栃木県版レッドリスト

準絶滅危惧
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○南部地域 

 エリアの概要 

本地域は，宇都宮西台地上にみられる市街地及び田川低地上と宇都宮東台地上にみ

られる水田が広い面積を占めています。それのみではなく，上欠町の樹林，兵庫塚町の

樹林のような市街地の樹林も存在しています。また，田川水系の下流部にも位置してい

ます。 
主な植生は，市街地の樹林ではスギ・ヒノキ植林，コナラ林のほか，アカマツ林が，

河川沿いではツルヨシ群集，河川在来高茎草原などが分布しています。 
 
 重要種 

良好な状態に維持管理されたため池や湿地が点在することを反映して，モウセンゴ

ケ，ヒメナエなどの中間湿原に生育する生きものやアギナシ，モートンイトトンボなど

の低層湿原にいる生きものがみられます。また，スズサイコ，オオムラサキなどの林縁

性の生きものもみられます。そのほかミズマツバ，サシバなどの水田環境に依存する生

きものもみられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○東部地域 

 エリアの概要 

本地域は，鬼怒川周辺の河川敷及び水田が広い面積を占めています。また，地域の東

部を占める真岡西台地には，工業地帯のほか樹林と農地がモザイク状に混交する地帯

が広がっています。 
主な植生は，鬼怒川周辺の河川敷ではヨシ・オギ草地，水辺草地，ヤナギ林，河畔林，

コナラ林，ハリエンジュ林，市街地の樹林ではスギ・ヒノキ植林，コナラ林などが分布

しています。 
 
 重要種 

鬼怒川や田川の多様な河川環境が広がることを反映して，タコノアシ，コアジサシ，

ミヤマシジミ，カジカガエルなど，湿地，水たまり，河川敷などにみられる生きものが

モウセンゴケ

全国版レッドリスト

―

栃木県版レッドリスト

準絶滅危惧

オオムラサキ

全国版レッドリスト

準絶滅危惧

栃木県版レッドリスト

要注目
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確認されています。また，農地と樹林が混交する台地の環境を反映して，サシバ，タガ

メなど樹林と水田の双方がある環境にみられる生きものも確認されています。 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
○上河内地域 

 エリアの概要 

本地域は，古賀志山地の樹林と地域東部の鬼怒川低地・宇都宮東台地の水田が大半を

占めています。古賀志山地には谷部に谷戸が入り組んでおり，湿地・ため池も点在しま

す。一方，鬼怒川低地には水田のほか，多様な環境を有する鬼怒川水系や水辺草地が連

続する西鬼怒川水系が通っています。 
主な植生は，古賀志山地ではスギ・ヒノキ植林，コナラ林，鬼怒川周辺の河川敷では

ヨシ・オギ草地，水辺草地，ヤナギ林，河畔林，コナラ林，西鬼怒川沿いではツルヨシ

群集，河川在来高茎草原などが分布しています。 
 

 重要種 

山地が広がり，谷戸や湿地が散在することを反映して，エンコウソウ，ヒロハノドジ

ョウツナギ，シュレーゲルアオガエルなどの山間湿地にみられる生きものや，キンセイ

ラン，クロツグミなど，山地の樹林にみられる生きものなどが確認されているほか，鬼

怒川沿いの良好な河川環境を反映して，カワラノギク，コアジサシなどの自然性の高い

河川敷にみられる生きものが確認されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

カワラノギク

全国版レッドリスト

絶滅危惧ⅠB類

栃木県版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

キンセイラン

全国版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

栃木県版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

タガメ

全国版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

栃木県版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

コアジサシ

全国版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

栃木県版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類
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○河内地域 

 エリアの概要 

本地域は，宇都宮東台地及び鬼怒川低地上にみられる水田が広い面積を占めていま

す。西部は宇都宮丘陵の斜面部を中心として樹林が広く残り，谷部には谷戸が存在して

いて，尾根部などを中心として住宅地やゴルフ場も広くみられます。地域東部には鬼怒

川水系が走り，低水路側にはれき河原による交互砂州が広くみられます。そのほか，白

沢には市街地の樹林が広がり，湧水も存在します。 
主な植生は，山地ではスギ・ヒノキ植林，コナラ林，水田が，市街地の樹林ではスギ・

ヒノキ植林，コナラ林が，河川沿いではツルヨシ群集，河川在来高茎草原などが分布し

ています。 
 
 重要種 

水田が広がることを反映して，ミズニラ，ナガエミクリ，コムラサキ，スナヤツメ，

ゲンジボタルなど，水路や水辺に依存する生きものが確認されています。また，ヒナコ

ウモリ，ハイタカ，フクロウなどのまとまりのある発達した樹林の生きものなども確認

されています。 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

フクロウ

全国版レッドリスト

―

栃木県版レッドリスト

準絶滅危惧

コムラサキ

全国版レッドリスト

―

栃木県版レッドリスト

―



第 2章 生物多様性の現状と課題 
22 
 

 
 宇都宮市を代表する自然環境

宇都宮市には，山地の樹林や水辺，湿地など自然の豊かな場所がたくさん残って

おり，これらの場所では，他では見られない重要な動物や植物が生息・生育してい

ます。 

ここでは，生きものの生息状況や生態系ネットワークの観点から抽出しました本

市を代表する自然環境を紹介します。 

⑥鶴田沼周辺 

 
⑪鬼怒川上小倉・下小倉 

周辺の河川敷 

⑨長岡湿地周辺

⑧戸祭山 

 
②古賀志山・細野ダム周辺 

⑫羽黒山山麓の谷戸周辺 
 

①羽黒山 

⑩谷川保全地周辺 

 
③多気山 

 
④大谷観音（姿川）周辺 

⑦鬼怒川緑地運動公園 
 

⑤駒生湿地 
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 本市を代表する自然環境 自然環境の特性 生きものの生息・生育環境 

① 羽黒山 社寺林として維持

されたスギ老齢林

当地域随一の単独峰であり，山頂付近には県内でも随

一のスギの老齢林が見られます。山麓の沢ではホトケド

ジョウも生息しています。 

② 古賀志山・細野ダム周辺 自然性の高い山

地特有の環境 

岩角地や崖，アカマツ林と渓流環境など急峻な古賀志

山地特有の環境とまとまった樹林を有し，それに依存す

る重要種が多く生育・生息しています。 

③ 多気山 人里近くの自然性

の高い生息・生育

環境 

市内で唯一の照葉樹林が存在し，山頂付近にはススキ

草地も残っており，ススキ草地特有の重要種も見られま

す。 

④ 大谷観音（姿川）周辺 人里近い特殊な

生息・生育環境 

大谷石の採掘による崖と洞窟，アカマツ林と照葉樹林

等，特異な地形と植生を有し，そこに生育する重要植物

等が多く見られます。 

⑤ 駒生湿地 市街地の中の人

為的影響の少な

い稀少性の高い

湿地 

湧水起源の貧栄養湿地として特殊な環境が長期間良

好な状態で維持されています。県内でも稀少な数多くの

湿生植物が生育しています。 

⑥ 鶴田沼周辺 市街地の中で良

好な環境が維持

されている古いた

め池 

ひょうたん池ともよばれる古くからあるため池があり，ため

池の回りは古い湿地となっており，湿地特有の動植物が

多く見られます。湿地の上流側はハンノキ林となり，周辺

は雑木林やスギ林，牧草地がある等，平地のため池周

辺で見られた昔ながらの環境が残っています。 

⑦ 鬼怒川緑地運動公園 ワンド・湿地が残

存する鬼怒川下

流（市内での）区

域 

市内における鬼怒川下流区間特有の河原，ヤナギ林，

高茎草地，細流，ハリエンジュ林等が入り組んだ環境が

広く残存しています。また，使用が停止された鬼怒ふれ

あいビーチは市内でも最大級の新たな湿地環境として遷

移しつつあります。ワンドは魚類の繁殖や生息場所として

機能しています。 

⑧ 戸祭山 市街地の中に残

された樹林と湿地

市街地のなかに局所的に残された丘に樹林と湿地が良

好な状態で広く残っており，湿地に依存する重要種も見

られます。尾根上にはアカマツ林も僅かながら残存す

る。鳥類等については八幡山との連担性も重要です。 

⑨ 長岡湿地周辺 里山・湿地環境を

有する市街地の

中の丘陵地 

宇都宮丘陵随一の谷戸が存在し，周辺には谷戸特有

の土水路や休耕田，草地，雑木林，スギ林等，谷戸特

有の環境が備わり，谷戸特有の重要な動植物が多く生

育しています。上流側には市内でもごくわずかな湿生林

（ハンノキ林）が良好な状態で広く残っています。 

⑩ 谷川保全地周辺 人の手により良好

な農村生態系が

維持・創出された

区間 

圃場整備事業の一環として，土水路や河畔林等，良好

な水田環境が人工的に整備されています。湧水起源の

ため池等もあり，これら水田まわりの環境に依存する重

要な動植物種が多く生育しています。ハンノキ林も僅か

ながら見られます。 

⑪ 鬼怒川上小倉・下小倉周

辺の河川敷 

鬼怒川中流域本

来の良好な河川

環境が残存する

区間 

市内における鬼怒川上流区間特有の河原や中洲，ワン

ド等の低水路環境が広がり，高水敷までエコトーンを形

成しています。河原環境に依存する動植物が多く生育し

ています。 

⑫ 羽黒山山麓の谷戸周辺 羽黒山山麓の良

好な谷戸 

上河内地域でもっとも奥深く良好な谷戸環境があり，谷

戸特有の動植物が多く見られます。上流側にはハンノキ

林や山間湿地も見られます。 

 

宇都宮市を代表する自然環境
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第３節 生物多様性保全に係る市民意識調査結果 
 

生物多様性や自然環境などについて，平成 23 年度に市民アンケートを実施しました。 

（アンケート配布数：2,200 人，有効回答数：703 人） 

 

○生物多様性の認知度 

生物多様性という言葉の認知度は，「聞いたことはあるが意味は知らなかった」が 39.5％

で最も多く，次いで「まったく知らなかった」が 32.3％であり，今後，改善すべき課題とな

っています。 

 

生物多様性の言葉の認知度 

 

○生物多様性の印象 

「生物多様性」という言葉から受けるイメージについては，「たくさんの種類の生きもの

がいること」（47.9％）が最も多く，次いで「同じ種の動植物でも地域によって色や形が少

しずつ異なること」，「山，川，海など様々な自然環境があること」でした。 

 

生物多様性という言葉から受けるイメージ 

  

28.2% 39.5% 32.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

言葉も意味も知っていた 聞いたことはあるが意味は知らなかった まったく知らなかった

47.9%

46%

49%

27.9%

29%

27%

23.9%

24%

24%

1.6%

2%

2%

0% 20% 40% 60%

全体

男(N=305)

女(N=393)

たくさんの種類の生きものがいる

こと

同じ種の動植物でも地域によって

色や形が少しずつ異なること

山、川、海など様々な自然環境が

あること

その他

第３節 
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○自然への関心度 

自然についての関心については，「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」を

合わせると，89.9％であり，関心度の高さが読み取れます。 

 

 

自然についての関心 

 

○宇都宮市内の身近な生きものの変化 

身近な生きものの変化は，「どちらかといえば減少したと感じる」が 40.0％で，「減少し

たと感じる」と合せると，60.2％になり，減少したと感じている割合が多いことが分かりま

す。 

 

 
身近な生きものの変化 

 

  

26.2% 63.7% 8.7% 1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

非常に関心がある どちらかといえば関心がある どちらかといえば関心がない まったく関心がない

3.0%

9.9%

27.1%

40.0%

20.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

全体

増加したと感じる

どちらかというと増加したと

感じる

変化はないと感じる

どちらかといえば減少したと

感じる

減少したと感じる
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○宇都宮市の自然環境 

本市の自然環境については，「自然は豊かなので，このまま現状を維持してほしい」が

37.4％で，最も多い結果でした。また「自然は豊かだが，さらに充実させた方がよい」「自

然は十分とはいえないので，充実させた方がよい」ともに合わせると 55.1％となり，半数

を超える人が，「さらに充実した方がよい」と考えていました。 

 

 
本市の自然環境について 

 
○宇都宮市の自然環境の危機 

本市の自然環境の危機についての問題について最も多いのは，「開発や伐採などによる動

植物への影響」（40.7％）でした。 

 

 
本市の自然の危機についての最も大きな問題 

37.4%

38%

37%

27.7%

28%

27%

27.4%

27%

28%

5.3%

5%

5%

2.3%

2%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

全体

男(N=297)

女(N=387)

自然は豊かなので、このまま現状

を維持してほしい

自然は豊かだが、さらに充実させ

た方がよい

自然は十分とはいえないので、充

実させた方がよい

自然は十分とはいえないが、この

ままの状態でかまわない

その他

40.7%

33.2%

22.7%

1.6%

3.5%

0% 20% 40% 60%

全体

開発や伐採などによる動植物へ

の影響

外来種の持込などによる在来の

動植物への影響

気候変動（地球温暖化）などに

よる動植物への影響

乱獲などによる動植物への影響

その他
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○宇都宮市の守るべき自然環境 

本市の自然環境の中で，特に守るべき場所として回答しているうちの上位 3位は，「里地

里山」（40.9％），「河川」（34.8％），「都市の街路樹や公園の緑地」（33.9％）でした。 

 

 

本市の自然環境の中で特に守るべき場所 

 

○里地里山保全のための取組 

里地里山保全のために取り組むべき対策の上位 3位は，「地産地消などによる農林業の活

性化」（30.5％），「農林業の活性化や新たなビジネスチャンスの創出など利用拡大」（28.9％），

「地域の住民やボランティア等による保全活動」（26.8％）でした。 

 

 

 

里地里山の保全に重要な取組 

  

40.9%

34.8%

33.9%

27.1%

19.7%

9.8%

6.1%

1.6%

1.5%

0% 20% 40% 60%

全体

里地里山

河川

都市の街路樹や公園の緑地

水田や畑などの農地

山岳部

湿地、湿原

農業水路やため池

特にない

その他

30.5%

28.9%

26.8%

14.9%

1.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

全体

地産地消になどによる農林業の

活性化

農林業の活性化や、新たなビジ

ネスチャンスの創出など利用拡

大
地域の住民やボランティア等に

よる保全活動

農林業体験など、都市住民との

交流の活性化

その他
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○外来種への対策 

外来種対策の上位 3位は，「法令による規制強化」（46.4％），「外来種の駆除」（44.5％），

「ペットの適正飼養」（34.3％）でした。 

 

 
外来種対策の取組  

46.4%

44.5%

34.3%

26.2%

24.2%

4.3%

0.9%

0% 20% 40% 60%

全体

外来種の放逐や植栽・種まき等の禁止など法令による規制

の強化

外来種の駆除

最後まで責任をもって飼うなど、ペットの適性飼養の普及

啓発

外来種とその影響に関する市民への普及啓発

外来種の生息状況などに関する正確な情報の提供

植栽等における在来種の利用

その他
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第４節 生物多様性の保全における現状 
 

生物多様性を保全していくためには，活動に取り組む側の「人」と受ける側の「生きもの」

に関する各々の現状を多面的に把握することが不可欠です。 
ここでは，「生物多様性の理解」，「生きものとその生息・生育環境」についての現状をま

とめています。 
 
（１）生物多様性の理解 

生物多様性の保全の取組を効果的かつ効率的に推進していくためには，市民，市民団体，

事業者などの様々な活動主体が生物多様性について正しく理解することが必要です。また，

保全活動を促進するには，多様な主体が連携し，協働して取組を進めることが大切であり，

活動をつなぐための情報の共有化が必要です。 
以下に「自然との親しみや環境学習」と「多様な主体の連携」についての現状を示します。 

 

○自然との親しみや環境学習 

昨今，本市に限らず，エネルギー利用や流通の多様化，輸入食料品の拡大など，ライフス

タイルの変化が進んでいます。このため，暮らしの中で自然とのつながりや，自然の恵みを

直接的に感じる機会が減ってきています。 

本市では，展示やパンフレットによる周知啓発のみならず，様々な自然体験講座を開講し

て，一般市民に生物多様性に関する学習機会を提供しているものの，参加者の固定化が進ん

でいるものもあり，更なる環境学習の輪の広がりが求められています。 

また，「生物多様性の認知度」について，国家戦略においては，平成 31 年度までに 75％

以上に引き上げることが目標にかかげられている一方，本市が平成 26 年度に実施した世論

調査によると，「生物多様性」の言葉の意味を知っている市民の割合は 17.9％であったこと

から，本市においても本戦略を実効性の高いものにするには市民への生物多様性について

の更なる周知が必要となります。 

 
  

言葉の意味も

知っている

17.9%

聞いたことはある

が意味は知らない

まったく知らな

い

33.4%

無回答

1.6%

第４節 

生物多様性の認知度(第 47 回市政に関する世論調査) 
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海道小北 

樹林地 

長岡樹林地 

戸祭山緑地

本陣跡 

イチョウ 

鶴田沼緑地

公益財団法人グリーントラストうつのみやの活動 

○多様な主体の連携 

本市には，生物多様性の保全に向けて，市民，市民団体などの主体が数多く活動していま

す。これらの主体が，情報を共有し，連携・協働することで，保全活動の輪が広がり，効果

的な活動につながっていきます。しかし，現状では，相互の情報を共有するツールが不足し

ているとともに，各主体間の連携を強化する仕組みが脆弱です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

昭和 50 年代以降，急速に進む都市化の中で，雑木林など身近な緑の環境が失わ

れてきました。昭和 59 年と平成元年の市街化地域における樹木調査の結果を見て

も，5年間で 15％，面積で 88ha が減少しました。 

こうした身近な緑の減少に危機感を持つ市民が中心となって，平成 2年 7月に緑

の環境を守り，つくり，育てるグリーントラスト運動※を推進する市民組織「グリー

ントラストうつのみや市民会議」が設立されました。 

任意組織「市民会議」における活動を通して，緑の環境を市民自らの手で守ろう

という気運が高まり，さらに多くの市民の参加を得た広範な市民運動として永続的

かつ安定的にグリーントラスト運動を進めるため，「市民会議」を母体として，平成

3 年 3 月 28 日に「財団法人グリーントラストうつのみや」が誕生し，平成 25 年 4

月 1日に「公益財団法人グリーントラストうつのみや」に移行しました。 

グリーントラストうつのみやが活動の拠点としている保全緑地には，長岡樹林地

や鶴田沼緑地，戸祭山緑地，海道小北樹林地，伝馬町の本陣跡イチョウがあります。

主な活動として，下草刈りや落ち葉さらい 

といった樹林地の保全，昆虫観察会や野菜 

の収穫体験といった自然学習や体験活動 

支援，写真コンテストや絵画コンクール， 

トウキョウサンショウウオなどの動植物 

のモニタリング調査を実施しています。 

※グリーントラスト運動とは，緑を大切に考える市民一人ひとりがお金や知恵や労力を出し合っ

て，身近な緑を買い取ったり，保全のための契約をして，守り，つくり，育てて次代に伝えて

いこうという運動です。 
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（２）生きものとその生息・生育環境 

自然界には，多様な環境に応じた様々な生きものが生息・生育しています。同じ生きもの

であっても生息・生育地域が異なれば性質や行動が違う場合があります。これらの違いは

「遺伝子の多様性」によるもので，生きものがそれぞれの生息・生育環境に適応していくた

めに獲得してきたものです。 
以下に，本市の特徴的な生きものやそれらを取り巻く生息・生育環境，外来種や気候変動

による生きものへの影響についての現状を示します。 
 

○本市を特徴づける生きもの 

 鬼怒川のれき河原には，河原，中州，ワンドなどが入り組んだ環境が広く存在しており，

河原環境に依存するカワラノギクやシルビアシジミなどの生きものが生息・生育して

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 市街地の中に局所的に残された樹林と湿地環境が良好な状態で維持されている長岡湿

地や戸祭山は，オオタカやトウキョウサンショウウオ（市指定天然記念物）などの生き

ものが生息・生育しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

シルビアシジミ

全国版レッドリスト

絶滅危惧Ⅰ類

栃木県版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

オオタカ

全国版レッドリスト

準絶滅危惧

栃木県版レッドリスト

準絶滅危惧

カワラノギク

全国版レッドリスト

絶滅危惧ⅠB類

栃木県版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

トウキョウサンショウウオ

全国版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

栃木県版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類
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 湧水起源の貧栄養湿地である駒生湿地やため池と周囲の湿地環境が良好な状態で維持

されている鶴田沼周辺では，ハッチョウトンボ（市指定天然記念物）やキンブナなどが

みられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 土水路や休耕田などを備える羽黒山山麓の谷戸周辺には，コナラ林やスギ・ヒノキ植林，

草地，畑地などの多様な里地環境が存在し，トウゴクヘラオモダカやホトケドジョウな

どがみられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 鬼怒川周辺では，宇都宮市の天然記念物であるクロコムラサキが生息しています。 
森林公園周辺の水辺には同じく天然記念物のムカシトンボが生息しています。 
 
 

  

ハッチョウトンボ

全国版レッドリスト

―

栃木県版レッドリスト

要注目

フナ類

全国版レッドリスト

準絶滅危惧(ｷﾝﾌﾞﾅ)

栃木県版レッドリスト

準絶滅危惧(ｷﾝﾌﾞﾅ)

ホトケドジョウ

全国版レッドリスト

絶滅危惧ⅠB類

栃木県版レッドリスト

絶滅危惧Ⅱ類

トウゴクヘラオモダカ

全国版レッドリスト

絶滅危惧ⅠB類

栃木県版レッドリスト

準絶滅危惧

ムカシトンボ

全国版レッドリスト

―

栃木県版レッドリスト

準絶滅危惧

クロコムラサキ（種名：コムラサキ）

全国版レッドリスト

―

栃木県版レッドリスト

―
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○生きものの生息・生育環境 

本市の生きものの生息・生育環境は，大小様々な尺度で考えられ，土地の利用形態や自然

環境の観点からみてみると，大きくは，北部の森林地帯，雑木林などの二次林と農地などで

構成される里地里山，鬼怒川水系，田川水系などに代表される河川地域，都市化した地域や

工業団地からなる市街地などに区分されます。しかし，多くの生きものは，その生息・生育

や繁殖のために，森林や河川などで表される単一の環境だけでなく，緑や水が連続的につな

がっているような多様な環境を，季節や成長のステージに応じて利用しています。 
本市の土地利用は，森林と農耕地の面積が市全域の約半分を占めています。そのため，本

市には，森林や里地里山を生息・生育場にしている生きものが多くみられます。森林を構成

する主な植生は，スギ・ヒノキ植林や二次林ですが，ケヤキ－シラカシ林などの自然林もわ

ずかながら存在します。一方，里地里山は，集落とそれを取り巻く雑木林などの二次林，そ

れらと混在する農地，ため池，湿地，草地などで構成されます。 
多くの森林や里地里山では，市民や市民団体の働きかけにより，樹木の伐採，下草刈りな

ど，定期的に整備が繰り返され，多様な生きものが利用できる空間が維持されています。  
また，里地里山を構成する水田や湿地などの水辺も良好に維持されていて，水生生物をは

じめとする多様な生きものが生息・生育しています。 
一方では，人ばなれが進んでいる森林や里地里山も多くみられ，そこでは生きものの多様

性が低下しています。スギ・ヒノキ植林では，老齢林が多くみられるほか，間伐の停止によ

って林内が暗くなったり，間伐材が放置されることで生きものの多様性が低下しています。

雑木林では，間伐や下草刈りが行われなくなり，下層にアズマネザサが密生する場所がみら

れ，特有の食草に依存する昆虫や樹林・草地のある程度開けた空間を生息環境としている動

物が生息できない状況になっています。また，管理がなされずにやぶ化した雑木林や耕作放

棄地などでは，イノシシがそれらをすみかにして，分布を拡大している可能性があり，農作

物への被害やほかの生きものへの影響が懸念されます。 
本市では，河川環境も生きものの重要な生息・生育場となっています。鬼怒川，田川，姿

川などをはじめとする大小様々な河川の水域や周辺のれき河原を含む河川環境は，多くの

生きものの繁殖や採餌場となっています。河川環境では，水が流れる縦断方向のつながりと

ともに，河岸や河床，両岸の河原や河畔林の横断方向のつながりも重要になってきます。 
本市の代表的な河川である鬼怒川では，出水，冠水，土砂移動などの連続的な撹乱により，

河原，ヤナギ林，高茎草地，細流，ハリエンジュ林などが入り組んだ多様な環境が成立して

おり，河川固有の生きものも含め，様々な生きものが利用しています。 
河川環境に生息・生育している生きものの多くは，その環境に深く依存しているため，環

境の変化に対して敏感に影響を受けます。人為的な影響として，快適な暮らしに欠かせない

護岸整備や利水・治水施設の整備に伴う土砂供給の減少などにより，水辺の植生やれき河原

のような河川特有の多様な環境が変化し，魚類やカワラノギクなどの生息・生育地が減少し

ています。また，乱獲によりシルビアシジミなどが減少し，河川生態系のバランスが崩れる
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ことが懸念されます。 
 

○外来種等 

外来種や化学物質など人間が近代的な生活を送るようになったことにより持ち込まれた

ものにより生物多様性に悪影響を及ぼしています。 
「特定外来生物による生態系などに係る被害の防止に関する法律」にて特定外来生物に

指定されている生きもののうち，本市でみられる代表的な外来種として，水辺全般に生息す

るウシガエルや，河川・湖沼に生息・生育するブルーギル，オオクチバス，オオカワヂシャ

が比較的広くみられます。近年ではアライグマの目撃情報も多くなってきています。 
また，特定外来生物ではありませんが，水辺全般に生息するアメリカザリガニのほか，鬼

怒川河川敷では，シナダレスズメガヤやムシトリナデシコが繁茂し，カワラノギクをはじめ

とした在来の植物及びそれに依存する動物の生息・生育環境を脅かしています。また，近年

では，アカボシゴマダラが確認されており，同じエノキを食樹とするオオムラサキやゴマダ

ラチョウなどへの影響が懸念されます。 
これら，人間により持ち込まれた外来種の野外定着や一部の化学物質などが，地域固有の

生態系への脅威となっています。 
 

 
 
  

オオカワヂシャ 

アカボシゴマダラ 

ブルーギル 

ムシトリナデシコ 
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市内に生息する外来種 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ウシガエル 

アメリカザリガニ 

オオクチバス 

ウシガエル 

体長 111～183mm，体重 139～183g 

自然分布：アメリカ合衆国東部・中部，

カナダ南東部 

生息環境：池沼などの止水，穏やかな流

れの周辺 

影響： 

・ 昆虫類や他のカエルをはじめとする

多くの小動物を主に捕食 

・ ダルマガエル等が食物等を巡り競合 

アメリカザリガニ 

体長 最大 15cm 程度 

自然分布：北アメリカ南部 

生息環境：水田，ため池などの止水や穏

やかな流れの浅所 

影響： 

・ 水草や水生昆虫類などを捕食 

・ トウキョウサンショウウオやアカハ

ライモリなどの繁殖行動に影響 

オオクチバス 

全長 30～50cm 

自然分布：北アメリカ 

生息環境：ため池や湖沼，河川中流域か

ら下流域に至る多様な水域 

影響： 

・ オイカワ，ヨシノボリ類などの魚類

やエビなどの甲殻類を主に捕食 

本市には多くの外来種が生息しています。ここでは，本市に多く生息し，生態系

に影響を与えている外来種について紹介します。 

捕食 

捕食 

競合・捕食 

捕食 

捕食 

繁殖阻害 

捕食 

捕食 

捕食 

カエル類 

昆虫類 

トウキョウダルマ 

ガエル 

水草 

水生昆虫類 

アカハライモリ 

オイカワ 

ヨシノボリ類 

甲殻類 
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○気候変動の影響 

本市には，ツマグロヒョウモンなどの南方系チョウ類や園芸目的で持ち込まれたカクレミ

ノなどの暖地性植物が野生で確認されており，これらは温暖化の影響により分布を拡大し

てきている可能性があります。元々生息・生育していなかった生きものの出現は，土着の生

きものに影響を与える可能性があります。  

カクレミノの写真 

ツマグロヒョウモン 
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第５節 生物多様性保全における課題 
 
ここでは，自然環境の現状や生物多様性保全に向けてのこれまでの取り組み状況を踏ま

え，生物多様性の恵みを持続的に享受できる社会の実現に向けて，活動に取り組む側の「人」

と受ける側の「生きもの」のそれぞれの視点から今後の取り組む上での課題をまとめていま

す。 

 
（１）生物多様性保全に関する意識 

生物多様性の重要性を共通認識とし，保全へ向けての具体的な行動へと導くためには，子

どもから成人に至る幅広い層の市民が，自然に親しむ体験などの様々な機会を通して生物

多様性の大切さに気付き，自ら学び知識や理解を深めることが重要になってきます。 
本市における，生物多様性保全に向けた人づくりのために取り組むべき課題を以下に示

します。 
 

 自然に親しむきっかけづくり 

自然のすばらしさや生きものとのつながりについて，市民自らが感じ，考え，行動へと

つなげるきっかけとなるように，自然に親しむ機会を提供していく必要があります。 
 

 学ぶ場の創出 

生物多様性保全活動を実践するためには，市民一人ひとりの知識や理解の深まりととも

に，主体的に行動ができる人材の育成が重要になるため，環境学習センターや市有施設等

における環境学習の場を創出する必要があります。 
 

 活動へつなげる支援 

市は，市民，市民団体などの生物多様性の保全に向けて活動している主体を，横断的に

つなぐ役割を担っています。市は，活動する市民，市民団体などとのネットワークを構築

し，情報共有と相互の連携を強化することにより，生物多様性保全活動の輪を広げ，より

効果的な活動を促進する必要があります。 

 
 
（２）生きものとその生息・生育環境 

本市には，先に述べたように，森林や里地里山，河川などの自然環境が市域全体に広がっ

ており，それらに依存する多種多様な生きものが生息・生育しています。生物多様性の恵み

を持続的に享受していくためには，各種の生きものからその生きものが生息・生育する場と

しての生態系のレベルまで様々なスケールで保全に取り組む必要があります。 
本市における，生物多様性の保全に向けて取り組むべき課題を以下に示します。 

第５節 
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○生きものとその生息・生育環境の保全 

 本市の自然環境の把握 

本市に生息・生育する生きものやそれらが構成する生態系の状況を把握し，生物多様性

の保全に向けて活用する必要があります。 
 

 本市の特徴的な種や生息・生育環境の保全 

本市を特徴づける生きものを把握し，それらが生息・生育する環境と併せて保全すると

ともに，その環境が連続的につながっている生態系ネットワークを確保する必要がありま

す。 
 

 森林のスギ・ヒノキ林や里地里山の雑木林の維持管理の推進 

スギ・ヒノキ林からなる植林地や雑木林においては，多様な生きものの生息・生育場所

となっていることから，その良好な状態を維持するために，定期的な間伐や下草刈りなど

の管理を継続して実施する必要があります。 
 

 森林や里地里山をつなぐ湿地や水路などの水辺環境の維持 

湿地などにある固有・特有の環境とそれに依存する希少な生きものを保全する必要があ

ります。また，それらの生きものを保全するうえでは，それらが依存する水質，水量など

についても併せて保全を図る必要があります。 
 

 里地里山に生息・生育する生きものに配慮した農業の推進 

良好な谷戸の環境が残されている場所の維持管理を行います。用水路や水田などでは，

水生生物の移動が妨げられないように水辺の連続性の確保に配慮する必要があります。 
また，減農薬・減化学肥料など環境負荷の少ない環境保全型農業を推進する必要があり

ます。 
 

 河川環境の保全 

本市を特徴づける生きものが多く生息・生育する河川環境を保全する必要があります。

特にれき河原固有の生きものの生息・生育場所を維持する必要があります。河川整備の際

は，可能な限り自然工法などを採用し，生きものの生息・生育が可能な空間を維持・回復

する必要があります。 
 

 生息・生育環境のつながりの維持・形成 

多くの生きものが多様な環境を生息・生育場所として利用しているため，まとまりのあ

る樹林や，市街地に残された緑地のつながり，河川の連続性を確保することが求められま

す。そのため，開発などの際は，生態系ネットワークの維持・形成について適切に配慮す
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る必要があります。 
 

 野生鳥獣の管理 

イノシシの生息域の拡大状況や農作物への被害状況などを把握するとともに，被害が発

生している地域では，農地に接する雑木林の整備や個体数の管理等を図る必要があります。 
 
○生きものとその生息・生育環境の変化への対応 

 外来種等への対応 

重要種をはじめとした在来種の生息・生育環境が外来種により脅かされていることなど

から，外来種が及ぼす影響について，広く市民等の理解と意識向上を促す必要があります。

繁殖力の強い外来種については，新たな持ち込みや野外放逐等による分布の拡大を抑制す

る必要があります。 
そのためには，外来種の生息・生育状況を把握するとともに，特に希少な生きものの生

息・生育地などでは，持ち込みを抑制，防止するほか，既に進入している外来種を駆除し

ていく必要があります。 
また，生態系に有害な影響を及ぼす化学物質についても，実態の周知や適切な使用を促

していく必要があります。 
 

 地球温暖化への対応 

地球温暖化の防止に資するように，関連する各種の施策を推進する必要があります。 
なお，地球温暖化の影響により分布域を拡大している可能性がある生きものについては，

拡大の程度によっては，本来の生態系を乱す可能性もあるため，これらの生きものの動向

については，推移を見守る必要があります。 
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うつのみや文化の森 ～自然環境との調和～ 

 
  

宇都宮美術館の周囲に広がる公園施設「うつのみや文化の森」は，「自然環境との

調和」をテーマに，可能な限り，丘陵地の自然を活かしながら整備されました。「草

の広場」は，かつての畑地であり，散策路もまた，既存の林道を活用しています。

園内の林や植栽は，新たに持ち込まれたものではなく，この地に育った樹木を移植

しました。 

このような環境のなかに，自然と調和する野外彫刻 3点が設置されています。い

ずれも「環境と美術」という基本方針に沿う作品で，「草の広場」，メイン園路の「花

の路」，美術館の北庭で見ることが出来ます。 



 

 
 

 
 
 
 
 

第３章 

将来像と基本方針 
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第１節 本市の目指す将来像 
 

生物多様性は，様々な生命の長い歴史の中でつくられたかけがえのないものであり，私た

ちの生活の基盤となる水や栄養循環，土壌形成を支えるとともに，食，衣料やレクリエーシ

ョン，自然災害の軽減など多くの恵みをもたらしています。私たちが，安全，快適で豊かな

社会生活を維持していくためには，生物多様性に配慮し，生きものからの恵みを継承してい

くことが求められます。 

本市の豊かな自然環境やそこに生息・生育する多様な生きものは，地域の大切な個性の１

つであり，私たちが先人から受け継いだ財産です。私たちは，この恵み豊かな自然環境を守

り，多様な生きものを次の世代に引き継いでいく責務があります。 

これからも将来にわたり，市民一人ひとりが本市の生物多様性について自ら考え，多種多

様な生きものの保全に主体的に取り組むことで，「人が生きものを守り，生きものからの恵

みを享受できる」自然共生社会を実現するための将来像を次のように定めます。 

 

 

 

 

 

第２節 基本方針 
 

将来像の実現に向けて，市民一人ひとりが本市の生物多様性の豊かさに気付き，その生物

多様性の恵みに私たちの暮らしが支えられていることを理解し，大切にしようとする意識

を持つこと，更にはその意識に基づき，自ら行動を起こすことが重要であるため，「人」と

「生きもの」を育んでいく視点から以下の 2つを基本方針とします。 

 

Ⅰ 生物多様性の大切さを知る（生物多様性保全に関する意識の醸成） 

一人ひとりが生物多様性に配慮して日常の消費や事業活動を行うなど，毎日の暮らしを

生物多様性の視点で見直すとともに，市民，市民団体などの様々な主体が連携・協働し，地

域の生物多様性を支えあえる意識を育む必要があります。 

そのために，生物多様性についての正しい理解と，生物多様性保全に関する意識の醸成

を促すことで，あらゆる主体の効果的・効率的な行動につなげます。 

 

第３章 将来像と基本方針 

第１節 

第２節 
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Ⅱ 生物多様性を守る（生きものとその生息・生育環境の保全の推進） 

私たちが生物多様性からの恵みを持続的に享受できる社会をつくるためには，本市のま

ちづくりにあわせ，豊かな自然環境を良好な状態で持続させる必要があります。 

そのために，本市の風土によって育まれてきた生きものやその生息・生育環境，それらの

つながりを保全し，貴重な生物多様性の恵みを将来にわたり引き継いでいける取組を推進

します。 

 

 
第３節 成果指標 

 
「人と生きものが育みあう」ためには，私たちが生物多様性について正しく理解し，生

物多様性保全に関する意識を高めるとともに，自ら生物多様性保全に関する行動を実践す

ることが重要となります。このことを踏まえ，将来像の達成状況を確認するために，以下を

本プランの成果指標とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第３節 

生物多様性の認知度 

(「生物多様性」の言葉の意味を知っている市民の割合) 

17.9%（H26）⇒ 75%（H37） 
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第４章 

基本的施策 
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第１節 施策の体系 
 

ここでは，将来像の実現のために，生物多様性の保全のためのこれまでの課題を踏まえ，

実行すべき基本施策を取りまとめています。 

本プランでは，計画性をもって，生物多様性を保全・再生する動きを徐々に市域全体に広

げていくこととし，初めは生物多様性保全の土台となる意識の醸成を図り，段階的に生きも

のとその生息・生育環境の保全を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 基本的施策 

第１節 

将来像 基本方針 基本施策 

人
と
生
き
も
の
が 

育
み
あ
う
ま
ち 

う
つ
の
み
や 

Ⅰ 生物多様性の 

大切さを知る 

（生物多様性保全に

関する意識の醸成） 

Ⅱ 生物多様性を

守る 

（生きものとその生

息・生育環境の保全

の推進） 

自然に親しむ 

きっかけづくり 

学ぶ場の創出 

活動へつなげる 

支援 

生きものとその 

生息・生育環境

の保全 

生きものとその 

生息・生育環境の 

変化への対応 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 



 

第 4 章 基本的施策 
47 

 

第２節 施策展開と取組指標 
 

本プランの基本方針を踏まえ，市民の生物多様性への理解の深まりと積極的な保全活動

を促す事業を展開します。これらの事業の推進にあたっては市民に広く生物多様性保全に

関する意識向上を図ることに注力しつつ，さらなる保全活動につなげていきます。 
重点事業については，基本施策ごとに本市のまちづくりの方向性や生物多様性保全の観

点から，本プランにおいて人づくりの基幹となる事業や土地利用や生息・生育環境の変化へ

の対応として，特に効果的と考えられる事業について設定します。 
 

（１）生物多様性の大切さを知る～生物多様性保全に関する意識の醸成～ 

市民一人ひとりが生物多様性についての理解を深め，その恵みに感謝する心を育むととも

に，それぞれが主体的に保全活動につなげることができる支援を行います。 
 
基本施策１ 自然に親しむきっかけづくり 

 本市の豊かな自然環境を五感で感じる機会を創出することで，生物多様性の大切さに気

付くためのきっかけをつくります。 

施策① 様々な広報媒体を活用した情報発信 

 事業 生物多様性に関する

周知啓発 

 

 

拡充 

市有施設や各種イベントなどにおいて，現在実施

している自然環境パネル展に加え，生物多様性保

全に関するパネルを新たに作成するとともに，展

示機会を増やして実施するなど，生物多様性の重

要性について周知啓発を実施します。 

新たな電子媒体によ

る情報発信 

新規 

本市の豊かな自然環境について，新たに作成する

動画等により，様々な広報媒体を利用し，広く市

民等に発信します。          

 
施策② 自然に親しむ機会の確保・提供 

 事業 自然観察会等の実施 

 

 

重点事業 拡充 

自然に親しむきっかけづくりとして，身近にある

自然を活用した各種イベント等におけるネイチ

ャーゲーム等に加え，自然観察会等の自然に親し

む活動等を内容の充実を図りながら実施します。

 

第２節 

生物多様性保全の意識を持った自然ふれあい活動の体験者数（年間） 

1,997 人（H26）⇒9,600 人（H32） 
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基本施策２ 学ぶ場の創出 

 生物多様性の大切さについて正しく理解し，保全に関する行動の重要性を認識するため

に，生物多様性について深く知る場を提供します。 

施策① 生物多様性に関する理解の促進 

 事業 出前講座の実施 

 

 

       新規 

次世代を担う子どもたちをはじめ，幅広い世代に

対し，生物多様性に興味を持ち，理解を深めるこ

とができるプログラムを用意し，学校や地域等の

ニーズに応じ出前講座を実施します。   

 
施策② 環境学習機会の提供 

 事業 環境学習センター等

における環境学習機

会の提供 

重点事業 拡充 

あらゆる世代を対象とし，環境学習の拠点である

環境学習センターを中核とし，様々な主体と連携

し，生物多様性の大切さについての理解促進を目

的とした講座を拡充します。          

緑化補助教材の活用 

 

       継続  

未来を担う子どもたちの，緑や自然環境に対する

関心を高めるために「みどりはともだち」を作成

し，市内の小学生に配布します。     

 

 

 

  

取組指標 環境学習センターにおける生物多様性を学ぶ講座の受講者数（年間） 

―人（H27）⇒500 人（H32） 
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基本施策３ 活動へつなげる支援 

 生物多様性を保全するために，どのような行動をとることが効果的なのかを理解し，市民

自ら行動を起こすことにつながる施策を展開します。 

施策① 生物多様性保全に係る人材育成 

 事業 生物多様性保全活動

につながる人材育成

の推進 

 

 

重点事業 新規 

・生物多様性保全活動の実践において，活動を牽

引できるリーダーとなる人材の育成のため，専門

家等を講師とした講習会等を開催します。 

・市民等の自発的な活動を促すため，本市の特徴

的な自然環境や生物多様性保全活動等をテーマ

としたシンポジウム等を開催します。  

こどもエコクラブの

育成 

 

 

 拡充 

活動支援情報や学習機会の提供等による既存ク

ラブの活動の活性化や，新たなクラブ設立に向け

た相談やサークル化を支援することで，こどもエ

コクラブを通じた環境保全の輪の広がりを促進

します。                

 
施策② 様々な主体による生物多様性保全の取組促進 

 事業 「生物多様性民間参

画ガイドライン」の普

及啓発 

       新規 

事業者に生物多様性保全の取り組みを促すため，

「生物多様性民間参画ガイドライン」により，保

全活動に関する基礎的な情報や考え方について

の周知啓発を実施します。        

環境配慮指針の運用 

 

 

       継続 

環境配慮指針（環境基本計画）に基づき，日常生

活や事業活動において，市民や事業者等のできる

限り環境に配慮した主体的・積極的な行動を促し

ます。              

 

 

 

  

取組指標 生物多様性保全活動に係る人材育成講習会等の受講者数（累計） 

―人（H27）⇒500 人（H32） 
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（２）生物多様性を守る～生きものとその生息・生育環境の保全の推進～ 

生息・生育環境を含めた生きものを対象として，生物多様性の保全に取り組むとともに，

貴重な生物多様性の恵みを将来にわたり引き継いでいく事業に取り組みます。 
 

基本施策４ 生きものとその生息・生育環境の保全 

 ネットワーク型コンパクトシティ等に合わせた，人と自然が調和したまちづくりに向け，

本市の自然環境を把握するとともに，生物多様性保全の取組を推進します。 

施策① 本市の特徴的な自然環境の把握 

 事業 自然環境基礎調査の実

施 

継続

本市の貴重な自然の現況・経年変化等を把握し，

保全・管理するための施策等の検討に向けた基

礎資料を作成します。            

宇都宮市版レッドリス

トの作成・活用 

 

 

新規

本市の貴重な動植物について，「宇都宮市版レッ

ドリスト」を作製し，広報媒体の利用や各種イベ

ントなどの機会に広く市民等への周知啓発を実

施することで，本市の特徴的な生きものの保全

活動に活用します。            

田んぼまわりの生き物

調査の推進   

        継続

山や川のような自然とは異なる，田んぼ独特の

環境で生息・生育している生きものについての，

様々な主体による調査活動を推進します。 

 
施策② 生息・生育環境のつながり確保 

 事業 自然環境保全地域等の

監視活動 

 

拡充 

県自然環境保全緑化条例で指定される自然環境

保全地域をはじめとした重要な地域について，

盗掘等の防止対策として巡回定期的な監視活動

を実施します。             

自然環境保全対策に関

するアドバイザー会議

の開催    

 

継続 

周辺環境に与える影響が大きいと考えられる本

市の公共事業を実施するにあたり，自然環境の

保護・保全対策について自然環境専門家からア

ドバイスを受け，自然環境への負荷低減を図る

ことを目的とした会議を開催します。   
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施策③ 生息・生育環境としての自然環境の保全 

 事業 自然環境保全団体等へ

の活動支援 

 

拡充

豊かな自然環境の保全に関し活動する様々な主

体のさらなる活動の促進につなげるため，主体

間のネットワークを構築するなど，情報の共有

化を促進するための支援を実施します。  

多自然川づくりの推進 

 継続 

自然生態系に最大限配慮した川づくりを推進し

ます。                

とちぎの元気な森づく

り事業の推進  継続 

里山林の適正な管理を目的として，除伐や藪の

刈払い等を実施します。         

民有林・市有林整備の

推進 

 

継続

森林の保全や木材生産の促進を図るため，間伐

や植栽等の森林施業に対して補助金を交付しま

す。また，市有林の適正管理を目的として，間

伐や下草刈り等の森林施業を実施します。 

鳥獣保護管理の推進 

 

 

 

        拡充 

・イノシシの生息域が拡大していることから，

効率的な捕獲等を推進するための体制を整備す

るなど，関係機関との連携を強化します。 

・イノシシによる農作物被害の軽減や個体数調

整のため，捕獲等に関する支援を実施します 

農地・農村環境保全の

推進 

 

 

 

 

重点事業 継続 

自然環境に配慮した環境にやさしい農業の取組

を進めるとともに，広がりのある田園風景や，

生きものの生息・生育環境としての役割にも配

慮しながら農業振興地域などの優良農地の適正

管理を行います。また，多面的機能支払交付金

事業に係る活動により，持続的に農地を保全し

ます。            

市街地のまとまった自

然環境の保全 

継続

長岡樹林地やうつのみや文化の森をはじめとし

た市街地のまとまりのある自然環境を保全しま

す。                  

天然記念物の保全 

 

        継続 

天然記念物を将来に伝えていくために，所有者

や管理者の理解を得ながら，継続的な管理を実

施します。              

 
 

 
取組指標 市内農地における環境保全活動カバー率 

28.6％（H26）⇒60％（H32） 
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基本施策５ 生きものとその生息・生育環境の変化への対応 

 人の生活が近代的になったことによる生物多様性への影響について把握するとともに，

市民への情報発信や，様々な主体と連携した活動を実施します。 

施策① 外来種等対策の推進 

 事業 外来種等に関する周知

啓発 

 

重点事業 新規 

外来種の持ち込みや野外放逐等の抑制や，化学

物質の適正管理を図るため，市有施設や各種イ

ントなどにおいて外来種等に関するパネル展を

実施するなど，外来種等の影響について周知啓

発を実施します。   

（仮称）生態系に影響

を与える外来種等リス

トの作成・活用 

 

 

          

新規 

本市に生息・生育する侵略的外来種等を把握す

るとともに，「（仮称）生態系に影響を与える外

来種等リスト」を作成し，駆除すべき生きもの

の優先度の評価等の基礎資料とするほか，広報

媒体の利用や各種イベント等の機会に，広く市

民等へ周知啓発を実施することで，外来種の駆

除活動に活用します。 

外来種駆除活動の実

施・支援 

 

拡充 

在来種に悪影響を及ぼす外来種の駆除活動を実

施するとともに，様々な主体が行う駆除活動に

ついて，その活動を広く周知するなど，市民等

への情報発信等による支援を実施します。  

 
施策② 気候変動の影響に関する理解促進 

 事業 地球温暖化による生き

ものへの影響の調査研

究       新規 

地球温暖化をはじめとした気候変動が及ぼす本

市に生息・生育している生きものへの影響につ

いて調査し，把握します。        

気候変動への「適応」

に関する情報発信 

 

新規 

気候変動の影響に対して，自然や社会のあり方

を調整する「適応」に関する考え方について，

広報媒体による情報提供や講座等による周知啓

発を実施します。             

 
 

 

       

 

取組指標 外来種の影響についての認知度 

－％（H27）⇒80％（H32） 



 

 
 

 

第５章 

推進体制と進行管理 
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第１節 推進体制 
 

本プランの推進にあたっては，市と市民，市民団体および事業者がそれぞれの役割を明確

にし，その活動において各主体が協力・連携を図りながら，本戦略を効果的に推進するため

に，各主体間のネットワークを形成し，情報の交換や人的交流など，連携した取組を実施し

ます。 
 

○市の役割 

市は，本戦略の将来像の実現のために，人づくり，仕組みづくりをはじめ，具体的施策

の実施を各主体と連携・協働して推進します。また，庁内の関係部局が連携して取り組

み，国や県と情報を共有しながら，生物多様性の保全を図ります。 
 

○市民，市民団体の役割 

市民は，地域の動植物や自然環境に関心を持ち，地域の生物多様性の実態とその役割

を認識するとともに，生物多様性の保全と持続可能な利用の大切さを理解します。 
また，市や NPO などが開催するイベントに参加するなど，生物多様性保全のために，

身近なところでできることを実践していきます。 
市民団体は，地域において生物多様性保全活動を展開し，市民への生物多様性につい

ての正しい知識の普及を図ります。 
 

○事業者の役割 

事業活動が生態系サービスに大きく依存していることを認識し，生物多様性に及ぼす

影響や生物多様性の損失が事業活動に及ぼす影響を把握した上で，生物多様性に配慮し

た取組を推進します。 

第５章 推進体制と進行管理 

第１節 
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第２節 プランの進行管理 
 
本プランを総合的・計画的に推進するために，市内部の横断的組織として，「宇都宮市

環境基本計画推進委員会」の専門部会である，「自然環境・水大気部会」においてプラン

の進捗状況や取組指標の達成状況を把握し，点検・評価を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

各主体間のネットワークのイメージ 

市民 

宇都宮市 

市民団体 事業者 

自然環境・水大気部会 

環境基本計画推進委員会 

報告 意見 

環 境 審 議 会 

各主体間によるネットワーク 

第２節 
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資料１ 策定の経緯 

１. 経緯 

平成 27 年 １月 27 日  第１回生物多様性地域戦略策定に向けた担当者会議 

・戦略の策定に向けた方向性について検討 

 3 月 10 日  第２回生物多様性地域戦略策定に向けた担当者会議 

・生物多様性地域戦略の基本的な考え方について検討 

 4 月 8 日  生物多様性地域戦略策定に係る関係課長会議 

・目的，策定体制，スケジュール等について検討 

 7 月 2 日  自然環境専門家検討会 

・現状と課題，戦略骨子について検討 

 8 月 7 日  第 1 回 （仮称）宇都宮市生物多様性地域戦略策定委員会 

・現状と課題について検討 

 8 月 24 日  第 1 回 環境審議会 

・目的や必要性，策定体制，スケジュールについて報告 

 10 月 2 日 

～10 月 16 日 

 自然環境専門家への意見聴取 

・素案について検討 

 10 月 19 日  第 2 回 （仮称）宇都宮市生物多様性地域戦略策定委員会 

・素案について検討 

 11 月２日  第 3 回 （仮称）宇都宮市生物多様性地域戦略策定委員会 

・素案について検討 

 11 月 30 日  第 2 回 環境審議会 

・素案について報告 

 12 月 7 日 

～1 月 6 日 

 パブリックコメントの実施 

・市ホームページで公表 

・環境保全課で縦覧 

平成 28 年 2 月１日  第 4 回 （仮称）宇都宮市生物多様性地域戦略策定委員会 

・パブリックコメントの結果報告 

・プラン案について検討 

 2 月 18 日  第 3 回 環境審議会 

・パブリックコメントの結果報告 

 3 月 日  「うつのみや生きものつながりプラン（宇都宮市生物多様性地

域計画）」の決定 
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2. 委員名簿 

 

【宇都宮市環境審議会】 

 氏名 役職等 委員区分 

1 金沢  力 宇都宮市議会議員 市議会議員 

2 篠崎  圭一 宇都宮市議会議員 

3 福田  智恵 宇都宮市議会議員 

4 細谷  美夫 宇都宮市議会議員 

5 伊藤  直次 宇都宮大学大学院  教授 学識経験を有する者 

6 今井  清人 
栃木県地球温暖化防止活動推進センタ

ー センター長 

7 大久保  忠旦 宇都宮共和大学  名誉教授 

8 黒沢  良夫 帝京大学理工学部  講師 

9 近澤  幸嗣郎 宇都宮市医師会  理事 

10 前橋  明朗 作新学院大学経営学部  教授 

11 朝田  尚宏 宇都宮青年会議所  委員 事業者を代表する者 

12 芝野  三郎 宇都宮農業協同組合  代表理事 

13 髙橋  啓子 宇都宮商工会議所  議員 

14 岩戸  肇 宇都宮市自治会連合会  副会長 市民団体を代表する者 

15 金枝  右子 宇都宮市女性団体連絡協議会  会長 

16 北村  里美 宇都宮市青少年育成市民会議  理事 

17 三宅  徹治 うつのみや環境行動フォーラム  理事長 

18 橋本  透 宇都宮地方気象台  次長 関係行政機関の職員 

19 江島  ゆり子 公募委員 前各号に掲げる者のほか，

環境の保全及び創造につ

いて特に識見を有すると認

められる者 
20 久我  臣仁 公募委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

資料 1 策定の経緯 
60 
 

【（仮称）宇都宮市生物多様性地域戦略策定委員会】 

 部 課 

1 総 合 政 策 部 政策審議室 

2 環 境 部 環境政策課 

3 
経 済 部 

農業振興課 

4 農林環境整備課 

5 建 設 部 河川課 

6 
都 市 整 備 部 

都市計画課 

7 緑のまちづくり課 

8 
教 育 委 員 会 事 務 局 

学校教育課 

9 文化課 

10 環 境 部 環境保全課（事務局） 
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資料２ 生物多様性保全に係る市民意識調査結果 

 
 

 

 調査の目的 

本調査は、生物多様性基本法第１３条の規定に基づく「生物多様性地域戦

略」の策定など、今後の自然環境保全施策を検討する上での基礎資料とするた

め、生物多様性保全に関する意識やニーズ、行動等についての市民意識調査を

実施した。 

 調査の方法 

○ 調査対象 

宇都宮市在住の 20 歳以上の市民 2,200 名 

○ 抽出方法 

住民基本台帳より無作為抽出 

○ 調査方式 

郵送法によるアンケート調査 

○ 調査期間 

平成 23 年 11 月 7 日（月）～12 月 5 日（月） 

○ 回収結果 

回収数：703 人，回収率：32.0％ 

  

調査概要 
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○ 性別 

回答者の性別は、「男性」43.7％、「女性」56.2％となっている。 

 

○ 年代 

回答者の年代は「20 歳代」6.8％、「30 歳代」18.3％、「40 歳代」18.6％、「50 歳代」

15.1％、「60 歳代」22.9％、「70 歳代」12.9％、「80 歳以上」4.6％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

○ 職業 

回答者の職業は、「正規の職員・従業員」30.7％、「派遣社員」0.9％、「パート、アルバイ

ト等」13.9％、「会社などの役員」3.7％、「自営業」6.8％、「学生」1.1％、「無職」39.8％

となっている。 

 

30.7

0.9

13.9

3.7

6.8

1.1

39.8

2.6

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=703)

正規の職員・従業員 派遣社員 パート、アルバイト等

会社などの役員 自営業 学生

無職 その他 無回答

結果概要 

男

43.7%
女

56.2%

無回答

0.1%
20歳代

6.8%

30歳代

18.3%

40歳代

18.6%
50歳代

15.1%

60歳代

22.9%

70歳代

12.9%

80歳以上

4.6%

無回答

0.7%
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○ お住まいの町名 

回答者のお住まいは、「本庁」26.7％、「宝木」5.8％、「陽南」2.7％、「平石」4.8％、「清

原」3.4％、「横川」6.7％、「瑞穂野」0.9％、「豊郷」8.3％、「国本」2.6％、「富屋」

0.4％、「篠井」0.3％、「城山」3.4％、「姿川」11.2％、「雀宮」8.8％、「上河内」0.3％、

「河内」5.8％となっている。 

 

○ お住まいの地域 

回答者のお住まいの地域は、「北西部地域」4.1％、「中央地域」43.4％、「東部地域」

9.1％、「南部地域」30.2％、「上河内地域」0.3％、「河内地域」5.8％となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.7

5.8

2.7

4.8

3.4

6.7

0.9

8.3

2.6

0.4

0.3

3.4

11.2 8.8

0.3

5.8 7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=703)

本庁 宝木 陽南 平石 清原 横川 瑞穂野 豊郷 国本

富屋 篠井 城山 姿川 雀宮 上河内 河内 無回答

4.1 43.4 9.1 30.2

0.3

5.8 7.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=703)

北西部

地域

中央地域 東部地域 南部地域 上河内

地域

河内地域 無回答
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1. 「生物多様性」の認知度 
生物多様性という言葉を知っていましたか。次から１つお選びください。 

「生物多様性」という言葉の認知度は、全体では「聞いたことはあるが意味は知らなかった」

（39.5%）と「言葉の意味も知っていた」（28.2%）を合わせると 6 割以上を占めている。 

 

世代別で見ると、「言葉も意味も知っていた」は 40 歳代と 60 歳代以上で 3 割以上、「聞いたこ

とはあるが意味は知らなかった」を合わせると、40 歳代以上では約 7 割以上が認知しており、最

も低い 30 歳代でも 5 割以上は認知している。 

 

28.2

36.5

21.6

39.5

36.2

42.1

32.3

27.3

36.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(N=699)

男(N=304)

女(N=394)

言葉も意味も知っていた 聞いたことはあるが意味は知らなかった まったく知らなかった

16.7

22.5

31.3

26.7

32.1

31.1

31.3

43.8

31.0

39.7

43.8

37.7

50.0

34.4

39.6

46.5

29.0

29.5

30.2

18.9

34.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

２０歳代(N=48)

３０歳代(N=129)

４０歳代(N=131)

５０歳代(N=105)

６０歳代(N=159)

７０歳代(N=90)

８０歳以上(N=32)

言葉も意味も知っていた 聞いたことはあるが意味は知らなかった まったく知らなかった
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職業別で見ると，「言葉も意味も知っていた」「聞いたことはあるが意味は知らなかった」を合わ

せると，概ね６割以上となっている。「会社などの役員」については 8 割以上で高い認知度となっ

ている。 

 

  

32.4

0.0

17.3

29.2

27.1

37.5

28.1

44.4

33.3

33.3

40.8

58.3

39.6

37.5

42.4

44.4

34.3

66.7

41.8

12.5

33.3

25.0

29.5

11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

正規の職員・従業員(N=216)

派遣社員(N=6)

パート、アルバイト等(N=98)

会社などの役員(N=24)

自営業(N=48)

学生(N=8)

無職(N=278)

その他(N=18)

言葉も意味も知っていた 聞いたことはあるが意味は知らなかった まったく知らなかった
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地域別で見ると，「言葉も意味も知っていた」「聞いたことはあるが意味は知らなかった」を合わ

せると，概ね 6 割以上となっている。特に「北西部地域」（85.7％）では高い認知度となっている。 

 

2. 「生物多様性」の印象 
生物多様性という言葉から，どのようなことをイメージしますか。次から１つお選びください。 

「生物多様性」という言葉から受けるイメージについては、全体では「たくさんの種類の生き物

がいること」（47.9%)が最も多く、男性（46.2%）・女性（49.1%)ともに差はあまりない。また、

全体・男女ともに「同じ種の動植物でも地域によって色や形が少しずつ異なること」「山、川、海な

ど様々な自然環境があること」はほぼ同じ割合である。 

 

  

39.3

27.7

31.7

29.7

0.0

19.5

46.4

39.9

39.7

38.2

50.0

41.5

14.3

32.3

28.6

32.1

50.0

39.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

北西部地域(N=28)

中央地域(N=303)

東部地域(N=63)

南部地域(N=212)

上河内地域(N=2)

河内地域(N=41)

言葉も意味も知っていた 聞いたことはあるが意味は知らなかった まったく知らなかった

47.9 

46.2 

49.1 

27.9 

28.9 

27.2 

23.9 

24.3 

23.7 

1.6 

1.6 

1.5 

0 20 40 60

全体(N=699)

男(N=305)

女(N=393)

％

たくさんの種類の生き物がいる

こと

同じ種の動植物でも地域によっ

て色や形が少しずつ異なること

山、川、海など様々な自然環境

があること

その他
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年代別に見ると、「たくさんの種類の生き物がいること」と答えたのは、20 歳代（62.5%)、30

歳代(51.9%)、40 歳代（57.3%)、50 歳代（52.4%）が多い。また、80 歳代では「山、川、海

など様々な自然環境があること」（50.0%）と答えた割合が最も多い。 

 

  

62.5 

51.9 

57.3 

52.4 

37.9 

41.1 

23.3 

20.8 

37.2 

28.2 

26.7 

24.2 

25.6 

30.0 

16.7 

10.1 

13.0 

21.9 

37.9 

32.2 

50.0 

2.1 

1.6 

1.5 

1.0 

1.2 

2.2 

3.3 

0 20 40 60 80

２０歳代(N=48)

３０歳代(N=129)

４０歳代(N=131)

５０歳代(N=105)

６０歳代(N=161)

７０歳代(N=90)

８０歳以上(N=30)

％

たくさんの種類の生き物がいるこ

と

同じ種の動植物でも地域によって

色や形が少しずつ異なること

山、川、海など様々な自然環境が

あること

その他
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職業別に見ると、「たくさんの種類の生き物がいること」とほとんどの職業の人が答えている。 

 

  

52.8 

60.0 

55.1 

53.8 

45.8 

50.0 

42.2 

33.3 

31.5 

40.0 

26.5 

23.1 

20.8 

25.0 

26.4 

38.9 

15.3 

0.0 

18.4 

23.1 

35.4 

12.5 

30.7 

33.3 

1.4 

0.0 

1.0 

0.0 

0.0 

12.5 

1.8 

5.6 

0 20 40 60 80

正規の職員・従業員(N=216)

派遣社員(N=5)

パート、アルバイト等(N=98)

会社などの役員(N=26)

自営業(N=48)

学生(N=8)

無職(N=277)

その他(N=18)

％

たくさんの種類の生き物がいること

同じ種の動植物でも地域によって色や

形が少しずつ異なること

山、川、海など様々な自然環境があるこ

と

その他
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地区別では、どこの地域でも「たくさんの種類の生き物がいること」と答えた割合が最も多い。

また、「同じ種の動植物でも地域によって色や形が少しずつ異なること」がやはりどの地域でも多

く、「生物多様性」という言葉から受けるイメージは、地域によって同じ傾向がうかがえる。 

 

 

3. 自然への関心度 
自然について関心がありますか。次から１つお選びください。 

自然についての関心については、全体では、「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」

を合わせると、89.9%であり、関心度の高さが読み取れる。また、男性は 90.5%、女性は 89.4%

で、ほぼ同じ割合である。 
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年代別に見ると、「非常に関心がある」が、20 歳代で 14.6%と最も低く、50 歳代まで、年代

が上がるに従い、割合は多くなっている。しかし、「非常に関心がある」と「どちらかといえば関心

がある」を合わせると、どの年代も 85～90%前後と、ほぼ同じ割合である。 
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職業別に見ると，「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせた割合は概ね８

割を超えている。 

 

地域別に見ると、「非常に関心がある」は、北西部地域（31.0%)と、南部地域(30.2%)が、最も

多い。また、「非常に関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせると、いずれの地域も

8 割を超えている。ちなみに河内地域が自然についての関心が最も低い。 
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4. 宇都宮市内の身近な動植物の変化 
お住まいの地域の動植物の種類が，以前と比べてどのような変化があったと感じますか。 

次から１つお選びください。 

身近な動植物の変化は、全体では、「どちらかといえば減少したと感じる」が 40.0%で、「減少

したと感じる」と合わせると、60.2%になり、減少したと感じている割合が多いことが分かる。ま

た、男女別に見ると、男性は 60%、女性は 60.4%で、ほぼ同じ割合である。 
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年代別に見ると、20 歳代以外の年代では「どちらかといえば減少したと感じる」については、

最も多い。また、「変化はないと感じる」については、20 歳代（42.6%）が最も多い。 
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職業別に見てみると，「減少したと感じる」「どちらかといえば減少したと感じる」を合わせた割

合は，学生以外で答えた人が多かった。 
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地域別に見るとどの地域においても、「どちらかといえば減少したと感じる」と答えた割合が最

も多い。 
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5. 宇都宮市の自然環境 
宇都宮市の自然環境について，どのように考えていますか。次から１つお選びください。 

宇都宮市の自然環境については、全体では「自然は豊かなので、このまま現状を維持してほしい」

が 37.4％で、最も多かった。また「自然は豊かだが、さらに充実させた方がよい」「自然は十分と

はいえないので、充実させた方がよい」ともに合わせると 55.1%なので、半数を超える人が、「さ

らに充実した方がよい」と考えている。 
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年代別に見ると、「自然は十分とはいえないので、充実させた方がよい」は 20 歳代が 46.8%と

最も多く、それ以外の年代においては、「自然は豊かなので、このまま現状を維持してほしい」と

答えた割合が多い。また、その中では、特に、40 歳代・50 歳代・60 歳代が多い。 
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職業別に見ると、「自然は豊かなので、このまま現状を維持してほしい」は会社などの役員

（52.0%)が最も多い。 
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地域別に見ると、いずれの地域においても「自然は豊かなので、このまま現状を維持してほしい」

という回答が最も多い。また「自然は豊かだが、さらに充実させたほうがよい」「自然は十分とは

いえないので、充実させたほうがよい」を合わせた割合は、東部地域以外では 50%を超えている。 
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年代別で見ると、「開発や伐採などによる動植物への影響」で見ると、80 歳代が 54.8%と、最

も多く、ほかの年代はほぼ同じ割合である。また、「外来種の持込などによる在来の動植物への影

響」に関しては、50 歳代、60 歳代、70 歳代がほぼ同じ割合である。 
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職業別に見ると，「外来種の持ち込みなどによる在来の動植物への影響」の割合が会社などの役

員で最も高く，その他の職業では「開発や伐採などによる動植物への影響」の割合が高い。 
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地域別においては、東部地域，上河内地域以外の地域では「開発や伐採などによる動植物への影

響」と答えた割合が最も多い。また、その次に「外来種の持込などによる在来の動植物への影響」

と答えている。 
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7. 宇都宮市の守るべき自然環境 
宇都宮市の自然環境の中で、特に守るべき場所はどこだと思いますか。次から２つ以内でお選びく

ださい。 

守るべき場所として回答している、上位 3 位までの分布は、全体では、「里地里山」40.9％、「河

川」34.8％、「都市の街路樹や公園の緑地」33.9％となっている。「男性」では、「里地里山」42.7％、

「河川」34.3％、「都市の街路樹や公園の緑地」30.7％に対し、「女性」では、「里地里山」39.4％、

「都市の街路樹や公園の緑地」36.5％、「河川」35.0％と 2 位、3 位の場所が入れ替わっている。 
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自然環境の中で特に守るべき場所として世代的にみると、20 歳代から 40 歳代では「河川」や

「都市の街路樹や公園の緑地」などを回答した人が多く、50 歳代から 80 歳代以上では５０％前

後の人が「里地里山」と回答していて、世代ごとの生活体験を反映している。 
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職業別で、守るべき場所の上位 3 位までの分布は、「無職」（273 人）は、「里地里山」46.5％、

「都市の街路樹や公園の緑地」34.8％、「河川」29.3％、次いで「正規の職員・従業員」（213 人）

は、「河川」39.9％、「里地里山」36.2％、「都市の街路樹や公園の緑地」35.2％、「パート、アル

バイト等」（95 人）は「河川」33.7％、「里地里山」32.6％、「水田や畑などの農地」32.6％、

「自営業」（47 人）は、「河川」38.3％、「水田や畑などの農地」38.3％、「里地里山」34.5％で

ある。 
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地域別で、守るべき場所の上位 3 位までの分布は、中央地域（299 人）は、「里地里山」40.1％、

「都市の街路樹や公園の緑地」35.1％、「河川」33.8％、南部地域（210 人）は、「里地里山」

41.9％、「都市の街路樹や公園の緑地」36.2％、「河川」34.3％、東部地域（62 人）は、「里地里

山」38.7％、「都市の街路樹や公園の緑地」33.9％、「水田や畑などの農地」33.9％となっている。 
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8. 里地里山保全のための取組み 
里地里山は、最近では、都市化の進展や高齢化による森林の手入れ不足などにより、荒廃が進んで

います。今後、里地里山の保全のためにはどのような取組が重要だと思いますか。次から１つお選

びください。 

取組むべき対策の上位 3 位の分布は、「全体」では、「地産地消などによる農林業の活性化」30.5％、

「農林業の活性化や新たなビジネスの創出など利用拡大」28.9％、「地域の住民やボランティア等

による保全活動」26.8％となっている。「男性」では、「農林業の活性化・・・」32.0％、「地産地

消・・・」31.6％、「地域の住民や・・・」22.9％、「女性」では、「地域の住民や・・・」29.9％、

「地産地消・・・」29.7％、「農林業の活性化・・・」26.5％となっている。 
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年代別に里地里山保全対策の上位 3 位までの分布をみると、「地産地消・・・」「農林業の活性

化・・・」「地域の住民や・・・」の 3 つが占めているが、唯一 20 歳代だけが、「地産地消・・・」

がはずれて「農林業体験・・・」が入っている。 

 

  

19.1 

32.8 

28.5 

41.7 

25.8 

27.3 

37.9 

21.3 

29.5 

34.6 

26.2 

31.0 

25.0 

27.6 

29.8 

20.5 

22.3 

24.3 

31.0 

34.1 

34.5 

31.9 

15.6 

14.6 

11.7 

13.5 

13.6 

10.3 

0.0 

2.5 

2.3 

0.0 

1.3 

0.0 

0.0 

0 10 20 30 40 50

２０歳代(N=47)

３０歳代(N=122)

４０歳代(N=130)

５０歳代(N=103)

６０歳代(N=155)

７０歳以上(N=88)

８０歳以上(N=29)

％

地産地消になどによる農林業

の活性化

農林業の活性化や、新たなビ

ジネスチャンスの創出など利

用拡大

地域の住民やボランティア等

による保全活動

農林業体験など、都市住民と

の交流の活性化

その他



 
 

資料 2 生物多様性に係る市民意識調査結果 
89 

 

回答者の 92％を占める上位 4 位までの職業別に、とるべき対策の上位 3 位までの分布は、「無

職」（270 人）は、「地域の住民や・・・」34.4％、「地産地消・・・」27.0％、「農林業の活性

化・・・」26.7％、「正規の職員・従業員」（212 人）は、「農林業の活性化・・・」33.5％、「地

産地消・・・」33.0％、「地域の住民や・・・」21.2％、「パート、アルバイト等」（94 人）は,「地

産地消・・・」30.9％、「農林業の活性化・・・」24.5％、「地域の住民や・・・」23.4％、「自

営業」（45 人）は、「農林業の活性化・・・」35.6％、「地産地消・・・」28.9％、「地域の住民

や・・・」24.4％となっている。 
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回答者の 81％を占める上位 3 位までの地域別に、取り組むべき対策の上位 3 位までの分布は、

中央地域（291 人）は、「地産地消・・・」31.6％、「農林業の活性化・・・」30.2％、「地域の

住民や・・・」25.1％、南部地域（208 人）は、「地産地消・・・」27.4％、「農林業の活性化・・・」

27.4％、「地域の住民や・・・」26.4％、東部地域（62 人）は、「地産地消・・・」32.3％、「農

林業の活性化・・・」32.3％、「地域の住民や・・・」30.6％となっていて、各地域とも上位 3 位

の順番は変わらない。 
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9. 外来種への対策 
シナダレスズメガヤやブラックバスなどの外来種が、本来その地域に生息する在来種を脅(おびや)

かすなど生態系に与える影響が問題となっています。外来種への対策として必要な取組は何だと思

いますか。次から２つ以内でお選びください。 

外来種対策の上位 3 位までの分布は、「全体」では、[法令による規制強化」46.4％、「外来種の

駆除」44.5％、「ペットの適性飼養」34.3％「男性」では、[法令による規制強化」50.0％、「外

来種の駆除」46.7％、「ペットの適性飼養」33.1％「女性」では、[法令による規制強化」43.4％、

「外来種の駆除」42.6％、「ペットの適性飼養」35.4％となっていて、上位 3 位までの順番は同

じである。 
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外来種対策としての割合は「法令による規制強化」が、20 歳代、30 歳代、40 歳代、60 歳代

で最も高く、50 歳代では「外来種の駆除」が、70 歳代、80 歳代では「ペットの適性飼養」が最

も高くなっている。 
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回答者の 91％を占める上位 4 位までの職業別に、外来種対策の上位 3 位までの分布は、「無職」

（274 人）は、「外来種の駆除」43.8％、[法令による規制強化」40.9％、「ペットの適性飼養」

37.6％、「正規の職員・従業員」（213 人）は、[法令による規制強化」53.1％、「外来種の駆除」

47.4％、「ペットの適性飼養」26.8％、「パート、アルバイト等」（96 人）は,[法令による規制強

化」44.8％、「外来種の駆除」44.8％、「ペットの適性飼養」34.4％、「自営業」（47 人）は、「法

令による規制強化」44.7％、「外来種の駆除」44.7％、「ペットの適性飼養」46.8％となっていて、

上位 4 位までの各職業では外来種対策上位 3 位はいずれも含まれている。 
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外来種対策として「法令による規制強化」が最も高いのは、北西部地域、中央地域、南部地域、

上河内地域の 4 地域で、「外来種の駆除」が最も高いのは、東部地域、河内地域の 2 地域である。 
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％

外来種の放逐や植栽・種まき等の禁止など法令

による規制の強化

外来種の駆除

最後まで責任をもって飼うなど、ペットの適性

飼養の普及啓発

外来種とその影響に関する市民への普及啓発

外来種の生息状況などに関する正確な情報の提

供

植栽等における在来種の利用

その他
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資料３ 用語解説 

 
 

 

維管束植物 

水や体内物質移動の通路となる維管束を体

中に持つ植物の総称。具体的には，シダ植物

および種子植物（裸子植物，被子植物）が該

当する。 

一級河川 

河川法により国土交通大臣が指定した一級

水系に係わる河川。 

本市においては，鬼怒川や田川，姿川など。 

遺伝子 

遺伝情報の単位。染色体上の固定位置を占

め，蛋白質合成の指令を出すことで効果を

達成する。遺伝子はデオキシリボ核酸 DNA

によって構成される。ただし例外として一

部のウイルスでは，DNA と密接に関連したリ

ボ核酸 RNA と呼ばれる化合物で構成される。 

営巣 

動物が巣を作ること。 

 

 

 

 

外来種 

他の地域から人為的に持ち込まれた生きも

の。国内外来種と国外外来種に分けられる。 

河畔林 

洪水などの影響を受ける不安定な立地の河

原に生育している水辺林，河畔林または渓

畔林。 

環境学習 

人と環境のかかわりについての知識や体験

を通して，環境のしくみや現在の環境の状況

についての理解と認識を深めることで，将来

にわたり豊かな環境の恵みを受けるために，

自発的な責任ある行動が取れるようにする

ための学習。 

冠水 

洪水などで，田畑や作物が水をかぶること。 

 

間伐 

森林（主に人工林）を健全に成長させるため，

樹木の混み具合に応じて密度を調節するた

めに伐採（間引き）する作業。 

凝灰岩 

火山灰などが固結した岩石。普通径 4mm 以

下の火山灰を主とする。軽石（浮石）の多く

は軽石凝灰岩と呼ばれる。 

群集 

生活共同体。生態系の生物部分に対して与え

られる名称で，相互に有機的な関係を維持し

つつ生活する生物集団全体をいう。 

耕作放棄地 

農作物が 1年以上作付けされず，農家が数年

の内に作付けする予定が無いと回答した田

畑，果樹園。 

洪積台地 

更新世（洪積世）において形成された平坦面

が，その後隆起したことで形成された扇状地

や三角州，台地の総称。 

護岸 

河岸，海岸の，水ぎわの浸食防止のために造

られる工作物。法覆工 ，法止工，根固め工

の 3部分から構成される。 

五穀豊穣 

穀物などの農作物が豊作になることを幅広

く指す言葉。「五穀」は米，麦，粟，黍または

稗，豆の 5種類の穀物のこと。 

互層 

岩質の異なる層が，交互に繰り返し重なって

いる地層。 

 

 

 

採餌 

動物が餌を見つけ，獲得し，食べること。餌

を採ること。動物を狩る場合も，植物の葉な

どを食べる場合も含む。 

在来種 

その土地に往来から生息している生物種。在

来種であるか不明の場合，生物地理学的，分

子系統学的検討が必要である。 

あ 

か 

さ
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細流 

細い流れ。小川。 

里地里山 

長い歴史の中で様々な人間の働きかけを通

じて特有の自然環境が形成されてきた地域

で，集落を取り巻く二次林と人工林，農地，

ため池，草原などで構成される地域。 

里山林 

集落周辺に位置し，薪炭利用，落ち葉の肥料

利用，山菜・きのこ採りなど，古くから地域

住民の生活と密接に結びついていた森林。植

生的には，クヌギ，コナラなどの落葉広葉樹

やアカマツを主体とした二次林が多い。里山

林にはナラ類やシイ・カシ類の優占する雑木

林，鎮守の森のような照葉樹林も含まれ，地

域によって独自の景観を形成する。 

砂れき 

砂とれきが混在したもの。 

自然工法 

地球規模の環境問題が取り沙汰されだした

1970 年代に，破壊された自然生態系の復元

工法としてヨーロッパのスイスやドイツで

誕生したコンセプト。日本では「多自然型工

法」という言葉でも表現され，1990 年 11 月

には，当時の建設省（現国土交通省）から各

都道府県に，河川整備事業の一つとして「多

自然型川づくりの推進」が指導・奨励されて

いる。 

自然林 

人が手を加えていない，自然の力によって成

り立った森林。 

下草刈り 

植栽した造林木の生育の支障となる草本，潅

木，萌芽，ササ類，シダ類などを刈り払うこ

と。林業用語。農林業の世界では「下刈り」

と呼ぶのが正式な用法。 

出水 

河川の流量が多い状態。一般に出水期と言っ

た場合，集中豪雨による洪水が起きやすい梅

雨や台風期の時期を表すが，北海道や東北な

どの積雪地では，春の融雪期も該当する。 

新第三紀層 

約 2,350 万年～約 170 万年前に形成された

地層。堆積岩や火成岩からなる比較的堅い地

盤となっている。 

準絶滅危惧 

レッドリストやレッドデータブックで，生物

の種を絶滅の危険性の高さによって分類し

たカテゴリー項目の一つ。現時点での絶滅危

険度は小さいが，生息条件の変化によっては，

より危険度の高い絶滅危惧に移行する可能

性のある種のこと。 

準用河川 

一級河川及び二級河川以外の「法定外河川」

のうち，市町村長が指定し管理する河川。 

本市においては，新川や越戸川など。 

植林 

山や野に苗木を植えて林に育てること。 

深成岩 

火成岩の一種で，マグマがゆっくり冷えて固

まったもの。深成岩とはいうものの，地球深

部で固まるものだけを指すのではなく，地上

付近でゆっくり冷え固まってもそれは深成

岩である。 

薪炭 

薪や炭の原料となる木材。 

侵略的外来種 

地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多

様性を脅かすおそれのある外来種。 

生態系 

生物間の相互関係と，生物とそれを取り巻く

無機的環境の相互関係にひとつのまとまり

のある系（システム，空間）。系の対象には土

壌，池，流域など，階層性があり，生物間に

は食物連鎖をベースとした生態系ピラミッ

ドで表現される生物間の相互作用が存在す

る。自然界における物質循環や共進化を理解

するために重要な概念。 

生態系ネットワーク 

エコロジカル・ネットワークともいう。分断

された生物種の生息・生育空間を相互に連結

することによって，劣化した生態系の回復を

図り，生物多様性の保全を図ろうとする構想，

または，その実践活動。 

生物相 

特定の地域に生息・生育する生物の種類組成。

「植物相」（特定の地域に生育する植物の種

類組成）と「動物相」（特定の地域に生息する
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動物の種類組成）を合わせた概念。 

生物多様性基本法 

正式名称は「生物多様性の保全を目的とした

基本法（平成 20 年法律第 58 号）」。生物多様

性のもたらす恵沢を次の世代に引き継いで

いくため，事業計画の立案段階で事業者が環

境アセスメントを実施するように国に必要

な措置を求めるなど，生物多様性の保全施策

に関する規定を整備している。 

生物の多様性に関する条約 

個別の種や特定の生態系に限らず、時間的、

空間的な広がりを想定した、地球規模で生物

多様性の保全を目指す国際条約。1992年 6月

ブラジルで開催された国連環境開発会議（地

球サミット）で、条約に加盟するための署名

が開始され、1993 年 12月 29日に発効した。 

石英斑岩 

石英およびアルカリ長石 (主として正長石) 

の斑晶を有し，明確な斑状組織を有する酸性

の半深成岩または貫入岩。石基は微晶質ない

し潜晶質。白雲母あるいは黒雲母の斑晶を含

むこともある。これらの斑晶の量比の大きい

ものを花崗斑岩という。 

絶滅危惧Ⅰ類，絶滅危惧Ⅱ類 

レッドリストやレッドデータブックで，生物

の種を絶滅の危険性の高さによって分類し

たカテゴリー項目のグループ。絶滅の恐れの

ある種。「絶滅」「野生絶滅」に次いで危険度

が高い。絶滅危惧Ⅰ類（絶滅危惧ⅠA類及び

絶滅危惧ⅠB 類がある）・絶滅危惧Ⅱ類が含

まれる。絶滅危惧ⅠA類は，ごく近い将来に

絶滅する危険性が極めて高いもの。絶滅危惧

ⅠB 類は，ⅠA 類ほどではないが，近い将来

に絶滅の危険性が高いもの。絶滅危惧Ⅱ類は，

絶滅の危険が増大している種。 

雑木林 

クヌギやコナラなどの広葉樹で構成された，

人工的・意図的に作られた林（人工林）。広義

には人里周辺の入りやすい林の意を含み，里

山と等しく用いられることもある。 

 

 

 

堆積 

砕屑(さいせつ)粒子などが堆積物となり，固

化して堆積岩となるまでのすべての過程の

こと。 

地球温暖化 

大気中の二酸化炭素やメタンなどのガスは，

地球から宇宙に出て行く熱を閉じ込める働

きがあるため温室効果ガスといわれている。

近年，化石燃料の燃焼等の人間活動の拡大に

伴い，大気中の温室効果ガスが増加しており，

近い将来地球の気温が上昇し，生活環境や生

態系へ大きな影響を及ぼすことが懸念され

ている。気候変動に関する政府間パネル（Ｉ

ＰＰＣ）第４次報告書によると，1990 年から

2100 年までの間に，地球の平均地上気温は

1.4～5.8℃上昇し，海面水位は 9～88cm 上昇

すると予測されている。 

地産地消 

地域で生産したものをその地域で消費する

考え方。「地域内生産・地域内消費」を略した

言葉。 

治水 

氾濫などの害を防ぎ，灌漑，運輸，用水の確

保など，その利用目的にかなうように水を統

制すること。 

チャート 

堆積岩の一種。主成分は二酸化ケイ素（SiO2，

石英）で，この成分を持つ放散虫・海綿動物

などの動物の殻や骨片（微化石）が海底に堆

積してできた岩石（無生物起源のものがある

という説もある）。 

中間湿原 

低層湿原（河川の下流域や地下水位の浅い所

などに多くみられる湿原）と高層湿原（低温・

過湿で塩類の乏しい貧栄養の所にできる湿

原）の中間の性質をもつ湿原。 

沖積 

土砂などが流水に運ばれて河口や河岸に堆

積 すること。（沖積層）沖積世（完新世）に

堆積した地層。 

泥岩 

構成物質の粒の大きさが 1⁄16mm 以下のもの

（泥）でできている堆積岩の一種。海底や湖

沼底などに堆積した泥（シルト・粘土）が，

脱水固結して岩石となったもの。 

低層湿原 

河川の下流域や地下水位の浅い所などに多

た 
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くみられる湿原。 

定着 

生物が新しい生息地で自然繁殖し個体群を

維持できるようになること。 

締約国会議 

条約や議定書を批准した国が集まる会議。条

約の締約国会議は COP（Conference of the 

Parties），議定書の締約国会議（会合）は MOP

（Meeting of the Parties）と略称される。

条約締約国会議と議定書締約国会議（会合）

が同時に開催される場合は，COP/MOP や CMP

（Conference of the Parties serving as 

the Meeting of the Parties）などと略称さ

れる。 

特定外来生物 

外来生物法で指定された外来種であり，生態

系，人の生命・身体，農林水産業へ被害を及

ぼす，または及ぼすおそれがあるため飼養や

運搬などが規制されている生きもののこと。 

特定外来生物による生態系等に係わる被害

の防止に関する法律 

正式名称は，「特定外来生物による生態系等

に係わる被害の防止に関する法律。」（平成

１６年法律第７８号）。一般的には「外来生

物法」と略称されることが多い。海外から

の移入生物による，日本の生態系，人の生

命や健康，農林水産業への被害を防止する

為に，飼養，栽培，保管又は譲渡，輸入な

どを禁止するとともに，国等による防除措

置などを定めている。 

土水路 

岸と底が砂や土からなる水路。流れや水深に

変化ができ，水生生物や水草が比較的生息・

生育しやすい多様な環境となっている。 

とちぎの元気な森づくり事業 

栃木県土の保全，水資源のかん養，地球温暖

化防止のほか，生物多様性の保全など，全て

の栃木県民が享受している森林の公益機能

の重要性にかんがみ，栃木県民の理解と協力

の下に栃木の元気な森を次の世代に引き継

ぐため，平成 20 年度から「とちぎの元気な

森づくり県民税」によりスタートした事業。 

土着 

その土地に長く住み着いていること。また，

その土地に住みつくこと。根付くこと。 

 

 

 

内陸性気候 

大陸の内部にみられる特有の気候。海洋性気

候に対するもので，大陸気候，大陸性気候と

もいう。気温の日較差，気温の年較差が大き

く，冬季は風が弱く，湿度が低い。高気圧が

発達して水蒸気の供給が少ないため快晴の

日が多く，日中は直射が強く，地面の気温は

上がるが，夜間は地面からの放射が強く気温

が低下する。 

二次林 

原生林が伐採や災害によって破壊された後，

自然または人為的に再生した森林。 

 
 
 

半固結 

土粒子相互間の結合力が弱く，土粒子の分離

が比較的容易であるか，または親指もしくは

親指爪を押し込める状態にあること｡一般的

に未固結と固結の中間ぐらい。 

繁殖 

動物や植物が生まれて増えること。生殖によ

り個体数がふえて再生産が行われること。 

繁茂 

草木が盛んに生い茂ること。 

肥沃 

土地が肥えていて，農作物がよくできること。 

普通河川 

一級河川，二級河川，準用河川のいずれでも

ない河川（法定外河川）のことで，河川法の

適用・準用を受けていない。市町村が必要と

考えれば条例を策定し管理している。 
 
 
 

未固結 

土粒子相互間の結合力が弱く，土粒子の分離

が比較的容易であるか，または親指もしくは

親指爪を押し込める状態にあること｡ 
 

 

な

は

ま

や
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谷戸 

丘陵地が浸食されて形成された谷状の地形。

また，そのような地形を利用した農業とそれ

に付随する生態系を指すこともある。 

湧水 

地下水が地表に自然に出てきたもののこと。

湧き水や泉，湧泉ともいう。大規模な湧水は

そのまま川の源流となることもある。 

要注目 

栃木県版レッドリストで，生物の種を絶滅の

危険性の高さによって分類したカテゴリー

項目の一つ。保護上留意すべき生物，または

特徴ある生息・生育環境等により注目すべき

生物。 
 
 
 

乱獲 

鳥獣や魚類の野生動物，および自然環境にあ

る植物などの生物をむやみに大量捕獲する

こと。 

利水 

河川や河川に伴う遊水地，湖沼などから水を

引き，その水を利用すること。 

林縁性 

林の周縁部を好む性質のこと。 

れき 

粒径 2ミリ以上の岩石の破片。 

れき河原 

洪水によって形成される丸い石と砂の混じ

った河原。 

レッドリスト 

絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト

のことで，レッドデータブックの基礎となる

もの。日本では環境省が作成・公表しており，

平成 18 年～19 年に第 2 次見直しを行った。

レッドリスト自体が法的規制等の強制力を

伴うものではなく，絶滅のおそれのある野生

生物に関する理解を広めることなどを主な

目的としている。 

栃木県では，平成 16 年 8 月に「栃木県版レ

ッドリスト」が発行され，見直し後，平成 23

年 3 月に「栃木県版レッドリスト（2011 改

訂版）」が発行された。 

レッドリストやレッドデータブックでは，種

などが絶滅する危険度に応じてカテゴリー

と呼ばれるランク付けをしている。環境省の

カテゴリーは「絶滅」「野生絶滅」「絶滅危惧

Ⅰ類」「絶滅危惧Ⅱ類」「情報不足」「絶滅の

おそれのある地域個体群」に区分される。栃

木県版レッドリストでは上記の区分のほか

に「要注目」を設けている。 

老齢林 

林分の年齢区分の一つ。一般に成長の早い樹

種で 50 年生以上，遅い樹種で 80 年生以上の

森林をさす。 

ローム 

土壌区分の一つ。粘性質の高い土壌であり，

シルトおよび粘土の含有割合が25～40%程度

のものを指す。ロームで構成された地層をロ

ーム層という。 

 

 

 

ワンド 

川の本流と繋がっているが、河川構造物な

どに囲まれて池のようになっている地形。
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